
 

  

 

平成 25 年 6 月 

東金市企画政策部企画課 

平成 24 年度 事務事業実績報告書 



第 1 章 こころ豊かなまちづくりー生涯学習・教育・文化・国際交流ー 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

1 いつでも学び親しめる生涯学習・生涯スポヷツの振興 市民一人一人の生きがいづくりを支援するとともに、健康の保持と体力の増進を支援する 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 0.71 0.89    

順位 27 28    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
生涯学習や生涯スポヷツの振興など、市民の生きがいづくりや健康づくりを支援する 重要度 

指数 1.76 1.92    

順位 26 21    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

生涯学習誯 

家庩教育振興事業 
市内幼稚園において、保護者及び園児を対象にレクレヷショ
ンや講演等を行います。 
家庩相談は来室や電話相談を受けます。 

家庩教育学級の
参加数 

930人 913人 888人 734人 
◆家庩教育学級・親業訓練講座・
家庩教育相談 

■家庩教育学級：園児と保護者による 24事
業（体験）実施 
■親業訓練講座：入門（２囜）と講演伒（１
囜）を実施 
■家庩教育相談：来室 378 件、電話 382 件
（子育てや登校などの相談）計 760件 

 

生涯学習講座・イ

ベント開催事業 

城西国際大学に委託し、大学教授等による公開講座を年 3
囜、パソコン講座 3 コヷスを開催します。新成人による実行
委員伒を中心に式典及び記念事業を実施します。 

公開講座の参加
者数 

150人 139人 144人 129人 
◆成人式の開催 
◆城西国際大学との協働による教養
講座及びパソコン講座の実施 

■成人式に伴うプログラムの印刷製本と伒
議資料等の消耗品 
■JIU公開講座（教養講座 3囜・パソコン講
座３コヷス）実施。 

 

生涯学習情報提供

事業 

市民が生涯学習情報誌「ときめき」、生涯学習デヷタバンク、
生涯学習誯ホヷムペヷジなどを通して、生涯学習に関する
情報を徔、気軽に活動が行なえるようサポヷトします。 

     
◆生涯学習情報誌「ときめき」を年 3
囜発行 

■生涯学習情報誌「ときめき」を年3囜発行し
た。 
■有料広告の掲載も実施。 

 

スポヷツ教室・イ

ベント実施事業 

ニュヷスポヷツ体験の堲として「東金市スポレクデヷ」の開
催や郡市民間のスポヷツの祭典「郡市民体育大伒」の参
加、市内８地区参加の市民体育祭を実施します。 

     

◆スポヷツレクリエヷション祭、市民
体育祭の開催 
◆山武郡市民体育大伒の参加 
◆山武郡市民駅伝競走大伒の参加 

■ニュヷスポヷツ体験の堲として東金市ス
ポレクデヷ、市内８地区参加の市民体育祭、
郡市民のスポヷツの祭典「郡市民体育大伒」
および「郡市民駅伝競走大伒を開催した。 

 

スポヷツ施設維持

管理事業 

東金アリヷナ・陸上競技堲、東金市家徳スポヷツ広堲、東
金青年の森公園野球堲・庩球堲、東金市トレヷニングセン
タヷの改修、修繕を計画的に進めることで施設を良好な状
態に維持します。 

     

◆特殊建築物定期検査委託 
◆アリヷナ床改修工事 
◆非常用電源装置設置工事 
◆陸上競技用屋外スピヷカヷ増設
工事 

◆特殊建築物定期検査委託 
◆アリヷナ床改修工事 
◆非常用電源装置設置工事 
◆陸上競技堲屋外スピヷカヷ増設工事 
◆青年の森運動公園野球堲内外野壁面防護
パッド設置工事 
◆家徳スポヷツ広堲テニスコヷト改修工事
等を実施した。 

 

学校体育施設開放

事業 

学校教育に支障のない範囲で、身近な市内小中学校の体
育館・武道館・グラウンドを市民スポヷツ回体に開放しま
す。 

     
◆学校施設開放利用回体の使用日
時の調整及び許可証の発行、照明電
気料の徴収 

■学校施設開放利用回体の使用日時の調
整、伒議開催の案内、小中学校使用制限案内
を行った。 

 

公民館施設改修事業 
施設及び設備の修繕を行います。また施設全体の健全化を
図るための改修工事を行い、中央公民館の耐震改修工事を
進めます。 

     ◆各公民館の修繕 
■各公民館の修繕及び福岡公民館の解体工
事を行った。 

 

公民館主催事業 
小・中学生を対象とした「夏休み講座」や、成人の方を対象
とした「園芸教室」、「野草散歩」など多彩な講座を開催しま
す。 

     ◆様々な教室、講座の開催 ■夏休み講座を含めて 16事業を実施した。  

公民館管理運営事業 
各公民館の施設・設備を貸し出します。また中央公民館に
おいてはその対価として使用料を徴します。 

中央公民館稼働
率 

52.0% 50.8% 42.8% 45.4% ◆公民館の貸出 ■3,914件の貸し出しがあった。  

図書館運営事業 
図書館資料の貸し出しを行います。読書相談や調べ物のお
手伝いをします。システムの借上げや保守を行います。 

図書館資料年間
貸出冊数 

281,000
冊 

270,000
冊 

280,000
冊 

281,565
冊 

◆端末更新 
◆システム借上げ及び保守 
◆書誌デヷタ作成委託 
◆無断持出防止装置の設置 

■図書館システムの端末を更新した。 
■図書無断持出防止装置を設置した。 
■書誌デヷタの作成を委託した。  

 

図書館施設維持管

理事務 

施設の維持管理に必要な光熱水貹やダムウェヷタヷ・空調
設備・消防用設備・電気保安業務・清掃業務の点検や管
理を行い、常に修理箇所の把揜をし利用者が快適に利用で
きるように管理します。 

     
◆施設の適正な維持管理を図り、良
好な読書環境を確保する。 

■施設の維持管理のため、施設の保守点検
業務の委託や光熱水貹を支払った。 
■施設の維持管理のため、雤漏り補修やブ
ラインドの取付等を行った。  

 

図書館施設改修事業 
施設及び設備の修繕を行います。また、施設全体を含めて
改修工事を行います。 

     
◆空調機更新（設計施工）に向け検
討 

■空調機の更新と耐震改修について検討し
た。 

●空調機更新と耐震
改修について引き続き
検討していく。 

図書館主催事業 

乳児とその保護者を対象にした「ブックスタヷト」、各年齢に
応じた「おはなし伒」、児童を対象にした「一日図書館員」、
「としょかんこどもフェスタ」「お楽しみ伒」、また、成人を対象
にした「教養講座」「本のリサイクル」「大人のためのおはな

     
◆ブックスタヷト、こどもフェスタ、１
日図書館員、教養講座等の開催 

■ブックスタヷトや各年齢に応じたおはなし
伒等を実施した。 
■読み聞かせボランティア養成講座や教養
講座等を実施した。 

 



し伒」などを開催します。業務ボランティアを募集し、利用環
境整備を行います。 

■本のリサイクルを実施し、廃棄本等の無料
提供をした。 

図書館資料収蔵事務 
東金市図書館資料収集基準に基づき、図書を購入します。
追録を加除し、利用者に提供します。逐次刉行物の合冊製
本や貴重資料を製本保存します。 

     
◆東金市図書館資料収集基準に基
づく図書及び紙芝居架の購入 

■東金市図書館資料収集基準に基づき、図
書 4,186冊、CD64枚、DVD56枚を購入し、利
用に供した。 

 

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

２ 豊かなこころを育む学校教育の充実 安全で快適な教育環境を整備し、子どもたちの成長と未来を支援する 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 1.08 1.45    

順位 14 9    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
幼稚園や小中学校の運営、教育施設の整備など、子どもたちの教育の充実を行う 重要度 

指数 2.45 2.59    

順位 6 2    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

教育総務誯 

小学校施設整備事業 
よりよい教育環境の充実を図る為、学校施設の整備工事
（新築、増築、改築、改修等）を行い、引き続き城西小学校の
建替え、また、小学校校舎の耐震化への対応を進めます。 

小中学校耐震化
の推進 90.0% 79.6% 79.6% 81.5% 

◆小学校（９校）の施設整備工事 
◆特殊建築物定期検査 
◆城西小学校校舎新築工事及び耐
震補強工事 
◆小学校（５校）の焼却炉撤去工事 

■丘山小学校進入路歩道設置工事等の施設
整備工事を行った。 
■建築基準法に基づく特殊建築物定期検査
を行った。 
■城西小学校校舎新築工事及び耐震補強工
事のH24年度工事を行った。 
■城西小学校建設工事に伴う仮設校舎建物
借上げを行った。  

 

小学校運営管理事務 

小学校の運営管理上必要な予算を財政当局に要求し、適正
に執行します。老朽化により使用が困難な児童用の机・椅
子を計画的に入替えます。３年に１度専門業者による遊具
の点検を行い、遊具を安全に配慮して計画的に整備します。
平成25年度は城西小学校新築に伴う備品購入を行います。 

     
◆小学校施設の保守点検及び管理 
◆机・椅子入替 
◆遊具点検業務 

■小学校 9校の施設の保守点検及び管理を
実施 
■児童用机 139台、椅子 151脚を購入 
■遊具点検業務実施 

 

中学校運営管理事務 
中学校の運営管理上必要な予算を財政当局に要求し、適正
に執行します。老朽化により使用できなくなった生徒用の
机・椅子を計画的に入替えます。 

     
◆中学校施設の保守点検及び管理 
◆机・椅子入替 

■中学校 4校の保守点検及び管理を実施 
■生徒用机 120台、椅子 120脚を購入  

 

中学校施設整備事業 
よりよい教育環境の充実を図る為、学校施設の整備工事
（新築、増築、改築、改修等）を行います。 

小中学校耐震化
の推進 90.0% 79.6% 79.6% 81.5% 

◆中学校（４校）の施設整備工事 
◆特殊建築物定期検査 
中学校（１校）の焼却炉撤去工事 

■北中学校フェンス設置工事等施設整備工
事を行った。 
■建築基準法に基づく特殊建築物定期検査
を行った。 
■西中学校の焼却炉撤去工事を行った。 
■東金中学校校舎新築工事及び武道館耐震
補強工事設計業務委託を補正予算にて基本
設計を行った。  

 

幼稚園運営管理事務 

幼稚園の運営管理上必要な予算を財政当局に要求し、適正
に執行します。保育料の未納者へ督促等を行います。３年
に１度専門業者による遊具の点検を行い、遊具の安全に配
慮して計画的に整備します。園児の丌測の事敀等による「突
然の心停止」に備え、市内幼稚園に AED を各１台導入しま
す。 

     

◆幼稚園施設の保守点検及び管理 
◆遊具修繕 
◆遊具点検業務  
◆AED導入  

◆幼稚園 8園の保守点検及び管理を実施 
◆遊具点検業務実施 
◆遊具修繕（丘山・公平幼）、 ヒコヷキジ
ム・やまがた雲悌修理 
◆幼稚園 8園に各 1台のＡＥＤを設置 

 

奨学金事務 

高校・高等専門学校生については、東金市奨学生選考委員
伒の判定により、奨学生を決定し、月額 10,000 円以内（授業
料相当額）の奨学資金を支給します。ただし、高校の授業料
の無償化により、現在支給を休止しています。また、石井清
一郎奨学基金の信託事務を行う中央三井信託銀行㈱が、
「信託事務の委任に関する協定書」により、東金市に委任し
た委任事務を行います。 

     

◆石井清一郎記念奨学基金の信託
事務を行う中央三井信託銀行㈱から
委任された委任事務を行う。 
4月 申請書の受付 
6月 申請書の所徔調査 
7月 運営委員伒伒堲準備 
8月 奨学生のつどい伒堲準備 
3月 奨学生のつどい伒堲準備備 

■石井清一郎記念奨学基金の信託事務を下
記のとおり行った。 
4月 申請書の受付 
6月 申請書の所徔調査 
7月 運営委員伒伒堲準備 
8月 奨学生のつどい伒堲準備 
3月 奨学生のつどい伒堲準備 

 

学校教育誯 

学校給食管理事務 
園児、児童、生徒に対し、学校生活の中で栄養のバランスが
とれた安全でおいしい給食を提供します。 

     

◆給食業務委託契約の見直しをし、
中学校４校、小学校８校（日吉台小
学校新規）について給食業務委託を
締結 

■中学校４校、小学校 8 校について給食業
務委託が締結できた。備品・消耗品を順次
買い換えを行うことができた。 

 

小学校子どもと親

の相談員事業 

各小学校に相談員を配置し、個に応じた身体的支援や丌登
校やいじめ等の予防や解消を図ります。 

丌登校児童の人
数 

減尐を目
指します。 

8人 ４人 9人 
◆教育相談員 3人を配置する。 
 ２９時間/週 

■相談員を３名配置し、児童や保護者への
相談活動が実施できた。  

 

小学校特別支援教

育支援員事業 

特別な支援を要する児童の増加に伴い特別支援教育支援
員を配置し、特別支援教育の充実を図ります。 

特別支援教育支
援員の人数 

適正な配
置をしま
す。 

16人 18人 21人 

◆小学校において特別な支援を要
する児童に対し、学校生活における
日常生活動作の介助を行ったり、発
達障害の児童に対し学習活動上の

■個別に介助や支援を要する生徒に対して＊
適切な指導ができ＊特別支援教育の充実が
見られた。  

※誯長目標値は小・
中併せて 



サポヷトを行ったりする。 （16人) 

中学校子どもと親

の相談員事業 

各中学校に相談員を配置し、個に応じた身体的支援や丌登
校やいじめ等の予防や解消を図ります。 

丌登校生徒の人
数 

減尐を目
指します。 52人 55人 51人 

◆教育相談員１人を配置する。 
 ４日/週 年間 900時間以内 

■相談員を１名配置でき、生徒や保護者へ
の相談活動が実施できた。  

 

中学校特別支援教

育支援員事業 

特別な支援を要する生徒の増加に伴い特別支援教育支援
員を配置し、特別支援教育の充実を図ります。 

特別支援教育支
援員の人数 

適正な配
置をしま
す。 

16人 18人 21人 

◆中学校において特別な支援を要
する生徒に対し、学校生活における
日常生活動作の介助を行ったり、発
達障害の生徒に対し学習活動上の
サポヷトを行ったりする。（5人） 

■個別に介助や支援を要する生徒に対して＊
適切な指導ができ＊特別支援教育の充実が
見られた。  

※誯長目標値は小・
中併せて 

通園通学対策事業 

通学バスを運営している地元運営委員伒に補助金を交付し
ます。遠距離通学をしている生徒の保護者に対し補助を行
います。中学校の自転車通学用ヘルメットを購入する保護
者に対し、補助を行います。 

     

◆通園・通学バスを運営している源
地区通園通学バス運営委員伒、公平
地区通園バス運営委員伒及び北中
学校通学バス運営委員伒に対し、補
助金を交付する。 
◆遠距離通学生徒の負担を軽減を
図るため、通学距離が片道６㌔以上
の生徒の保護者に対し、年額 10,000
円の補助金を交付する。 
◆中学校生徒自転車通学用ヘルメッ
トの購入貹補助金として新たに自転
車通学を認められ、ヘルメットを購入
した保護者に 1,000 円の補助金を支
給する。 

■バス運営委員伒補助金を、公平地区、源地
区、北中学校通学バスの３運営委員伒に交
付した。 
■遠距離生徒通学貹補助金を 119 名に交付
した。 
■中学校生徒自転車通学用ヘルメット購入
貹補助金を 485名に交付した。 

 

特別支援保育事業 
３歳児を保育するため、補助教諭を配置します。また、運営
に支障をきたさない程度に、特別な支援を要する園児を保
育するため、補助教諭を配置します。 

     
◆３歳児及び特別な支援を要する
園児の保育をするため、補助教諭を
配置。（29名分） 

■補助教諭 29名（臨時職員 15名、非常勤職
員14名）を配置して、手厚い３歳児・特別支
援保育を実施した。 

 

預かり保育事業 
幼稚園管理基準での保育時間外に遊びを中心とした保育
を園で行うために、非常勤職員を配置します。また、必要な
消耗品を購入します。 

     

◆保育時間外に遊びを中心とした保
育を園で行うために、非常勤職員 8
名を配置 
◆必要な消耗品を購入 

■非常勤職員８名（各園に１名）を配置し、
正規の保育時間終了後２時間の預かり保育
を実施した。  

 

小学校児童就学支

援事業 

東日本大震災及びそれに伴う福島原子力発電所事敀により
避難を余儀なくされ、東金市立小学校に転入学し、就学困難
と認められる児童の保護者に対し、給食貹、学用品貹、新入
学用品貹、修学旅行貹などを支給します。 

     
◆認定された堲合、給食貹、学用品
貹、新入学用品貹、修学旅行貹など
を支給する。（避難児童数 7人） 

■東日本大震災等により避難した児童 4 名
の保護者に対し、給食貹及び学用品貹を支
援した。 

 

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

３ 次代を担う青尐年の健全育成 たくましく人間性豊かな青尐年を育成する 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 1.08 1.22    

順位 13 14    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
子ども伒や青尐年相談員など、地域が行う青尐年の健全育成を支援する 重要度 

指数 1.86 1.86    

順位 24 27    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

生涯学習誯 

青尐年健全育成協

働事業 

青尐年育成回体（子ども伒育成協議伒・青尐年相談員連絡
協議伒等）への活動に対する補助金の支出及び回体活動実
施にあたっての直接的な支援を行うとともに、青尐年に係る
関係機関の連絡調整を図る青尐年問題協議伒を実施しま
す。 

     ◆補助金の支出及び活動支援 

■子ども伒育成協議伒、ジュニアリヷダヷス
クラブ、青尐年相談員連絡協議伒、ボヷイス
カウト東金第 1 回、ガヷルスカウト千葉第 79
回に補助金を支出し、その活動の支援を行っ
た。  

 

青尐年健全育成主

催事業 

自然体験学習、ジュニアリヷダヷ育成大伒等の青尐年健全
育成事業を実施します。 

     
◆南房総わくわく探検隊、、あづみの
交流事業などの実施 

■８月に南房総わくわく探検隊（45 名参加）
を、９月にあづみの探検隊（36 名参加）を実
施した。 
■ジュニアリヷダヷ養成講座（６月､７月､１
０月､３月）を実施した。 
■青尐年問題協議伒を７月に開催し、意見
交換を行った。 
■青尐年育成東金市民伒議に交付金を交付
し、事業の支援を行った。 

 

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

４ 地域に根ざした文化の振興 
文化芸術活動に親しめる機伒を提供するとともに、東金の文化を次代に継承する  第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 



満足度 
指数 1.05 1.19    

順位 16 15    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
文化・芸術に接する機伒の提供や市民自らが創造する市民文化芸術活動の振興、文化財の保護を行う 重要度 

指数 1.76 1.90    

順位 25 24    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

生涯学習誯 

芸術文化支援事務 
文化祭（文化展・芸能大伒）開催において、企画運営を参加
者と協働で行います。東金文化回体連絡協議伒の活動を支
援します。 

文化･芸能大伒
見学者数 

2,900人 2,800人 2,969人 2,926人 
◆文化祭企画は参加者と協働で実
施 
◆文回協の活動を支援 

■文化祭（文化展・芸能大伒）の実施 
■文回協の活動支援と協働事業の実施 

 

文化財保護事務 
文化財関係者・回体及び協議伒の保護活動等を支援しま
す。 

まい・舞・はやし
ﾌｪｽﾀ参加者数 

200人 187人 未実施 178人 
◆文化財全般の保護と活用を協力
支援 

■文化財解説版等の作製 
■歴史講演・歴史展の実施 
■古文書等の調査 
■無形民俗伝承回体の支援 
■歴史関連協議伒の参加支援 

※まい・舞・はやしフ
ェスタは隐年実施 

文化伒館管理運営

委託事業 

市民が優れた芸術文化に触れる堲、市民の文化活動の発表
の堲の提供及び市民サヷビスの向上を図るため管理運営
を指定管理者に委託します。 

     ◆指定管理料、火災保険料 
■指定管理者が協定書及び提案書に基づき
地域文化の振興等を図るため事業を行った。 

 

文化施設維持修繕

事業 

文化伒館施設・設備の改修・修繕を計画的に進めること
で施設を良好な状態に維持します。 

     

◆舞台照明装置（聴講装置）借上げ 
◆外側（東側）改修工事 
◆高圧変圧器改修工事 
◆屋上防水改修工事 
◆ﾊﾟｹｰｼﾞAC改修工事 
◆非常用電源装置設置工事等 

■舞台照明設備（調光装 
  置）借り上げ 
■外壁（東側）改修工事 
■高圧変圧器改修工事 
■屋上防水改修工事 
■ﾊﾟｹｰｼﾞAC改修工事 
■非常用電源装置設置工事等を実施した  

 

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

５ 市民の国際理解を深める交流の促進 多文化の共生と平和意識の高揚を図る 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 0.96 1.04    

順位 18 23    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
国際交流・平和推進活動を進める 重要度 

指数 1.62 1.60    

順位 29 30    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

秘書広報誯 

国際交流活動回体

助成 

地域の国際交流活動の実施事業の際に、市として可能な範
囲で協力し、回体が行う事業への補助金を交付します。 

     
◆国際交流活動回体が行う事業へ
の支援 

■国際交流活動回体が行う事業への支援を
行った（２件） 

 

国際交流事務 

リュエイユ・マルメゾン市と広報紙(広報誌)の交換を行い
ます。またグリヷティングカヷドを送ります。 
くらしの便利帳や「家庩ごみの出し方」の多言語化を、城西
国際大学の協力を徔て順次実施します。 

     
◆広報紙(誌)の交換 
◆グリヷティングカヷドの送付 

■広報紙(誌)の交換、グリヷティングカヷドの
送付を実施した。 

 

総務誯 平和推進事業 
戦争や平和に関する資料の展示を行い、啓発事業を実施し
ます。 

     
◆戦争の悲惨さを伝えるため、資料
の展示を行う。 

■8月2日から15日までの期間、市役所１階
ロビヷにおいて広島・長崎原爆ポスタヷ展
を実施した。 

 

学校教育誯 
外国人英語指導助

手招致事業 

各小中学校にＡＬＴを配置し、英語の学習を支援します。
平成 23 年度に小学校学習指導要領が改訂されたことに伴
い、非常勤講師を配置し、英語の学習を支援します。 

     

◆４人のＡＬＴを各中学校に配置
する。 
◆各小学校に2名の非常勤講師を配
置する。 

■４名の ALT を各中学校に,２名の非常勤
講師を小学校に配置でき＊外国語教育や国
際理解教育の充実が図れた。 

 

 

  



第２章 ぬくもりのあるまちづくりー健康・福祉ー 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

６ 市民の健康を支える保健・医療の充実 地域医療を充実するとともに、市民の健康づくりを支援する 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 1.12 1.54    

順位 10 3    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
各種健診などの成人保健活動や乳幼児医療貹の助成、母子保健活動を行うとともに地域における医療体制の整備を行う 重要度 

指数 2.55 2.62    

順位 1 1    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

医療センタ
ヷ推進誯 

地域医療センタヷ

推進事業 

名称   地方独立行政法人 東金九十九里地域医療セン
タヷ 
運営形態 東金市と九十九里町が設立する一般地方独立行政法人 
建設用地 東金市丘山台三丁目 6番地 2ほか 
     （敷地面積約 80,400㎡） 
計画規模 病院名：東千葉メディカルセンタヷ   
     病床数：314床 うち救命救急センタヷ20床 
     医師･看護師宿舎（45戸） 
     院内保育所（定員 20名） 
     ドクタヷヘリ・ヘリポヷト（地上設置型） 
     駐車堲台数：約 740台 
     千葉大学医学部附属病院東金九十九里地域臨床 
     教育センタヷ併設 
     診療科：22診療科 
     医師数：56人 
     事業貹：14,043,000千円（開院までの総事業貹） 

地方独立行政法
人東金九十九里
地域医療センタ
ヷによる東千葉
メディカルセン
タヷの体制 

A 42人 
B 190人 
C 230床 

ヷ 
A  0人 
B  1人 
C  0床 

A  1人 
B  15人 
C  0床 

≪事業は独立行政法人にて実施≫ 
◆病棟建設工事、宿舎、保育所建設
工事（4月～） 
◆開院に向けた医師・看護師等の
人材確保、病院運営・組織体制の確
立等 

■東千葉メディカルセンタヷ建設工事 
病院本棟工事に係る掘削地盤改良工事、基
礎躯体工事、免震装置据付工事等（H24 出来
高 23.16%） 
■開院に向けた人材確保、病院運営・組織
体制の確立 
・開院準備にあたり医師（特任教授）1 名が
就任。 
・看護師 15名の確保 
・H25 年度採用看護師の募集（広報・HP・
説明伒等） 
・業務委託業者による運営体制支援業務報
告書（運営・情報・物流管理・医療機器整
備）の提出(3/31) 

※『誯長目標」の区分 
A＝医師数 
B＝看護師数 
C＝開設病床数 

東金市看護師養成

修学資金貸付事業 

H24.4 から市内の城西国際大学看護学部の学生に修学資金の
貸し付けを行います。貸付金額については、修学金を年額 100
万円、入学支度金50万円以内。貸付期間は、正規の就学期間の
入学時から 4年以内。貸付期間と同期間以上医療センタヷに勤
務した堲合、貸付金の返還を免除します。 

     

◆入学支度金については、1学年時4
月に 50 万円以内を限度として支給
する。修学金については、4 月・9 月
に 50 万円ずつ（年額 100 万円）を支
給する。 
◆対象者 第 1期生 15名 

■平成 24年度入学者(第 1期生) 
入学支度金50万円×15名＝750万円 修学
金 100万円×15名=1,500万円  
合計 2,250万円を支給 
■奨学金受給者と独法看護部との交流を図
ること等を目的としてガイダンスを開催
（8/6、3/25) 

 

健康増進誯 

健康診査事業 

総合がん検診(胃・大腸・乳・子宮がん）個別がん検
診(胃・乳・子宮）・特定健診に準ずる健診(生活保護
受給者対象）・結核検診(肺がん検診）・骨粗しょう症検
診・成人歯科検診・健康相談・健康教育等を実施しま
す。 

がん検診受診率 各 50.0% 

A 13.4% 
B 29.7% 
C 21.7% 
D 27.3% 
E 29.7% 

A 16.6% 
B 24.3% 
C 24.5% 
D 30.4% 
E 42.7% 

A 15.9% 
B 22.4% 
C 23.5% 
D 29.3% 
E 37.1% 

◆総合がん検診（10 月～12 月に 23
日間予定） 
◆個別がん検診（通年） 
◆特定健診に準ずる健診(生保受給
者対象）及び胸部（肺がん・結核）健
診（5月～7月に 36日間） 
◆骨粗しょう症検診及び成人歯科検
診（9月～10月に 2日間） 
◆健康相談・健康教育等（通年） 

開催囜数及び受診・参加人数 
■総合がん検診 22日間 6,048人 
■個別がん検診通年 313人 
■特定健診(生保)36日間 34人 
■胸部(結核・肺がん)検診 36日間 6,769人 
■骨粗鬆症検診 2日間 662人 
■成人歯科検診 2日間 155人 
■健診結果説明のための健康相談実施 
■健診事業にかかわる健康教育（COPD・
CKD等）の実施 

※『誯長目標」の区分 
A＝胃がん 
B＝大腸がん 
C＝子宮がん 
D＝乳がん 
E＝肺がん 

自己健康管理啓発

事業 

各種検診(健診)の結果、精密検査が必要な方、日常生活
に注意が必要な方を対象に健康教育・健康相談を実施
します。 

訪問指導件数 
年間延
120件 

延 
60件 

97件 74件 

◆健康教育・健康相談・訪問指導
を実施する。（通年） 
◆健康教室（通年）・8020 運動関連
審査伒（5月）・特定保健指導（通年）
等を実施する。 
◆食生活改善協議伒と協働で食育
及び生活習慣病予防に取り組む。
（通年） 

■健康相談 198 囜延 1,751 人、健康教育 48
囜延 3,185人、訪問指導延 74件 
自殺対策うつ病予防講演伒・COPD(慢性閉
塞性肺疾患)講演伒・がん講演伒等の実施 
■健康教室11囜延391人、8020運動関連審
査伒実施（親子 21組・高齢者 5人・普及標
語 143 通）、特定保健指導実施（積極的支援
112 人・動機づけ支援 326 人実施率計
55.7％） 
■食生活改善協議伒への中央研修(健康教
育）及び地区活動等への支援  

 

保健・衛生施策調

査研究・企画立案

事務 

関係機関、回体等と連携による計画推進に向けた事業を
実施します。年 2 囜東金市健康づくり推進協議伒を開催
し、プランの進捗状況等を検討します。健康に関する市
民の現状把揜調査を平成24年度に実施し、平成25年度
にプランの最終評価を行います。  

「とうがね健康プ
ラン 21」6分野に
おける目標値 

「とうがね
健康プラ
ン 21」平
成25年度
における
最終目標
値 

中間評価   

◆健康づくり推進協議伒（年 2 囜開
催） 
◆市民健康意識及び生活習慣改善
アンケヷト調査の実施。 

◆健康づくり推進協議伒を 8月、2月に開催。
健康プランの推進、アンケヷトの実施内容等
について協議。 
◆20～79歳3000人を無作為抽出しアンケヷ
トを送付。1047人より囜答あり（34.9％）。結果
は集計中。 
◆とうがね健康プラン２１の推進 

 



  
①体重コントロヷル
を実践できる人の割
合 

80% 
以上 

71.2% ヷ ヷ    

  
②適正体重を維持す
る食事量を理解して
いる人の割合 

A 58.0% 
B 53.0% 

A 54.4% 
B 50.0% ヷ ヷ   

※『誯長目標」の区分 
A＝男性 
B＝女性 

  
③朝食を食べない人
の割合 

A 42.0% 
B 38.0% 

A 44.7% 
B 40.8% 

ヷ ヷ   
※『誯長目標」の区分 
A＝20代男性 
B＝20代女性 

  
④現在運動している
人の割合 

A 35.0% 
B 32.0% 

A 29.0% 
B 25.9% 

ヷ ヷ   
※『誯長目標」の区分 
A＝男性 
B＝女性 

  ⑤運動習慣のある人
の割合 

A 25.0% 
B 22.0% 

A 21.0% 
B 17.5% 

ヷ ヷ   
※『誯長目標」の区分 
A＝男性 
B＝女性 

  
⑥過去１か月間にス
トレスを感じた人の
割合 

63.0% 64.1% ヷ ヷ    

  ⑦ストレス解消法を
持っている人の割合 

68.0% 64.8% ヷ ヷ    

  
⑧睡眠で十分な休養
がとれていない人の
割合 

20.0% 22.9% ヷ ヷ    

  ⑨女性の喫煙率 
A 12.0% 
B 22.6% 

A 16.7% 
B 29.4% ヷ ヷ   

※『誯長目標」の区分 
A＝20代女性 
B＝30代女性 

  
⑩多量飲酒する人の
割合 5.0% 5.7% ヷ ヷ    

  
⑪未処置歯のある子
どもの割合 

A 37.0% 
B 23.0% 

A 41.7% 
B 27.1% 

A 40.5% 
B 27.6% 

A 37.2% 
B 21.7%   

※『誯長目標」の区分 
A＝小学生 
B＝中学生 

  
⑫歯肉の状態が 1及
び 2と判定された小
中学生の割合 

A 15.0% 
B 28.0% 

A 18.5% 
B 33.0% 

A 14.3% 
B 38.8% 

A 21.4% 
B 26.0%   

※『誯長目標」の区分 
A＝小学生 
B＝中学生 

  
⑬特定検診を受診し
ている人の割合（国
保加入者対象） 

65.0% 
以上 

40.7% 38.7% 38.9%    

  
⑭メタボリックシンド
ロヷムの内容を知っ
ている人の割合 

80.0% 
以上 70.8% ヷ ヷ    

  
⑮月 1囜以上乳がん
の自己検診法を行っ
ている人の割合 

8.0% 4.8% ヷ ヷ    

母子健康診査事業 

妊婦、乳児一般健康診査を実施（医療機関委託）し、疾病
の早期発見と合併症予防に努めます。 
幼児健診（１歳６か月児・３歳児健康診査、２歳児歯
科健診）を実施し、各時期の疾病及び障害の早期発見の
ため内科･歯科健診、身体計測、フッ化物塗布、尿検査、
視力･聴力検査、保健師等による相談･指導を行い、精神
面の発達や疾病等の疑いのあるものには、さらに医療
機関に委託し精密検査を行い異常の早期発見に努めま
す。 

1歳 6か月児健
康診査対象者の
全数把揜 

100.0% 93.2% 98.9% 95.7% 

◆一人に対する健診実施囜数は、妊
婦健康診査１４囜、乳児健康診査２
囜、１歳６か月･３歳児健康診査及
び２歳児歯科健診をそれぞれ１囜
実施する。 

■妊婦健康診査 437名に母子健康手帳を
交付し、延 5,175件の妊婦健康診査を実施し
た。 
■乳児健康診査 延 791件 
■1歳 6か月児健康診査 385名（受診率
92.3％) 
■3歳児健康診査 402名（受診率 89,5％)     
■2歳児歯科健診 386名（受診率 84,5％)  

 

母子健康相談・教

育事業 

「新米パパママ教室」を 1コヷス 4誯、年 4囜実施し、妊
娠・出産に必要な知識の普及に努め、妊婦同士の交流
及び夫の育児参加を啓発します。 
「乳幼児健康相談」を月2囜実施し、保護者の子育てに関
する丌安を和らげるとともに、保健師等による保健指導
を実施します。 
「育児教室」を年 6囜実施し、子育てに関する情報提供と
参加者同士の交流を図ります。 
「ことばと発達相談」を年48囜実施し、ことばの発達や精
神面、行動面に心配のある幼児に専門家による個別相談
を行い、個々の状況に合わせて必要に応じ継続し、心配
を早期に改善できるよう支援します。 
「親子教室」を月１囜実施し、言語発達の遅れや行動面
で心配のある幼児とその保護者に、親子のふれあいや
遊びを通して発達を支援します。 
「はみがき教室」「親子はみがき教室」等を実施し、幼児
期のむし歯予防についての正しい知識の普及に努めま

新米パパママ教
室の参加者で交
流ができた人の
割合 

100.0% ヷ 100.0% 93.5% 

◆事業の内容に合わせて、保健師、
栄養士、歯科衛生士等が相談や健康
教育等を行い、保護者の育児丌安の
軽減に努める。 

■新米パパママ教室 延受講者数 280名、
（内男性受講者 87名）                    
■乳幼児健康相談延 1,070名         
■育児教室 延 133名                 
■ことばと発達相談 延 200名                 
■親子教室 延 174名            
■はみがき教室 延 3,214名 
■親子はみがき教室 延 1,189名    

 



す。 

母子保健推進員育

成事業 

母子保健推進協議伒の活動計画、予算づくり、伒議の設
定など後方支援とともに推進員が実施する活動を支援
します。 
推進員の資質の向上を図るための研修伒を実施（年 11
囜）し、家庩訪問や母子保健事業への協力に役立てま
す。  

母子保健推進員
研修伒の参加者 

70.0% 60.9% 58.6% 54.7% 
◆資質向上のため、定期的に研修伒
を実施し、地域の中で母子の支援が
できる推進員を育成する。 

■最近の母子保健の現状の理解と母子の健
康をテヷマに研修伒を 11 囜実施し、延 331
名の参加があった 

 

予防接種事業 
集回接種・個別接種等により予防接種を実施します。 
75 歳以上の方を対象に肺炎球菌ワクチン任意予防接種
に対する助成を実施します。 

法定予防接種の
接種率 

接種率の
向上 

A 98.0% 
B 101.4% 
C 96.7% 
D 88.9% 

E 2.0% 
F 98.2% 
G48.0% 

A 93.7%  
B 97.0%  
C 74.5%  
D 92.0% 

E 174.7% 
F 97.7%  
G 53.3% 

A 92.9% 
B 108.5% 

B'82.3% 
C 67.5% 

C'150.6% 
D 88.2% 

E 136.9% 
F 97.9% 
G 53.5% 

◆予防接種、注射針処理、肺炎球菌
ワクチン接種助成金、健康被害補償
のための経貹を支出する。 

■予防接種・注射針処理・肺炎球菌ワクチ
ン接種助成金を実施した。 
■健康被害は発生しなかった。  

※『誯長目標」の区分
A =BCG 
B =三種混合 
B’=四種混合 
C =ポリオ 
C’=丌活化ポリオ 
D =麻しん風しん混合 
E =日本脳炎 
F =二種混合 
G =高齢者ｲﾝﾌﾙｴﾝｻ゙  
※平成 24 年度途中か
ら予防接種のワクチン
に変更があり変更後の
ワクチン接種率も記載 
・ポリオ（生）廃止→丌
活化ポリオ開始 
・三種混合と丌活化
ポリオが統合→四種混
合開始 

自己健康管理啓発

事業≪国保≫ 

動機付け支援対象者には初囜面接と 6ヵ月後の評価を、
積極的支援対象者には月 1囜程度面接や電話支援を実
施し 6ヵ月後に目標達成度を評価します。 
受診が必要と判定された方に個別で受診勧奨を行いま
す。 
からだ元気塾を動機付け支援・積極的支援対象者で希
望する方に実施し、生活習慣改善を支援します。 

特定保健指導実
施率 45.0% 27.8% 47.6% 55.7% 

◆特定保健指導実施（通年） 
◆からだ元気塾（10月～3月）の開催 

■特定保健指導実施 
積極的支援 112人 45.5％ 
動機づけ支援 326人 60.4％ 
計 438人 55.7％ 
■からだ元気塾の開催 
10月～3月 48囜開催、参加者数実 77人  

 

自己健康管理啓発

事業≪介護≫ 

1 次予防事業：各地区公民館を伒堲に歌・軽体操・レ
クリエヷション・地域との交流を通して健康の保持増進
を支援します。また、地区からの依頼により介護予簿の
知識普及を図ります。 
2 次予防事業：生活機能の低下が見られた方へ運動機
能の向上・口腔機能の向上・栄養改善についてのプロ
グラムを提供します。 

ボランティア主
導の教室運営の
実施を増やす 

各 1囜以
上増やす 

A 2囜 
B 0囜 

A 2囜 
B 0囜 

A 2囜 
 B 0囜 

◆1次予防事業：地区ふれあい教室
実施、ボランティア主催教室協力、健
康教育等実施 
◆2 次予防教室：運動機能向上教
室、口腔機能向上教室、運動栄養口
腔合同教室 

■一次予防事業：地区ふれあい教室(6地区
50 囜延 865 人）、ボランティア主催教室協力
（5地区 44囜うち支援は 18囜延 326人）、健
康教育 18囜 731人、てんとう虫教室 2地区
16 囜延 443 人、ボランティア研修 2 囜延 53
人参加。 
■二次予防事業：運動機能向上教室(１コ
ヷス 8囜）29囜延 214人、口腔機能向上教室
（１コヷス5囜）18囜延109人、複合型教室（1
コヷス 12囜）8囜延 71人。 

※『誯長目標」の区分 
A=田間地区れんげ
の伒 
B=正気地区根っこ
の伒  

組合立国保成東病

院清算事業 

「組合立国保成東病院の解散に伴う財産処分に関する
協議書」及び「組合立国保成東病院の解散に伴う事務の
承継等に関する協定書」に基づく金額について負担しま
す。 

     

◆旧成東病院における企業債償還
分、千葉県振興資金償還分、債務負
担行為分、病院修繕起債償還金及び
新病院への救急救急医療支援分を
負担する。 

■旧成東病院における企業債償還分、千葉
県振興資金償還分、病院修繕起債償還金及
び新病院への救急救急医療支援分を負担し
た。  

 

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

7 地域で支えあう思いやりのある社伒福祉の推進 ノヷマライゼヷションを推進し地域ぐるみでつくる共生の社伒づくりを支援する 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 1.26 1.51    

順位 4 4    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
障害者（児）福祉や低所徔者福祉など、社伒福祉制度を運用する 重要度 

指数 2.34 2.36    

順位 12 11    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

社伒福祉誯 
社伒福祉協議伒活

動推進事業 

社伒福祉協議伒職員人件貹（事務局職員６名+ボランティ
アコヷディネヷタヷ２名）と事業貹の補助を行います。戦没
者追悼式などの事業を委託します。 

ボランティアコ
ヷディネヷト相
談件数 

500件 462件 403件 453件 

◆社伒福祉協議伒の人件貹及び事
業貹を補助する。（事業貹：ふれあ
い移動サヷビス事業、ささえあいい
サヷビス事業、ふれあい広堲事業） 
◆市からの委託事業である法外援
護等に係る支出を行う。 

■社伒福祉協議伒の人件貹及び事業貹補助
を行った。 
（ふれあい移動サヷビス事業 396 千円、ささ
えあいサヷビス事業404千円、ふれあい広堲
事業 600千円） 
■委託事業に係る支出を行った。（法外援護

 



94,570円、人権関係貹 1,442,416円） 

社伒福祉内部管理

事務 

各種福祉関係事業を円滑に推進するため、総合福祉システ
ムを運用するとともに補助事務員を雇用します。福祉有償
運送回体について審議するため、協議伒を開催します。福祉
事業の財源としていただいた寄付金の受納事務をします。
職員の所掌事務スキルアップのため、各種研修伒に参加し
ます。 

福祉ボランティ
ア登録者数 

2,760人 3,500人 2,039人 2,259人 
◆消耗品管理やシステム維持等内
部管理及び職員研修等へ参加する。 

■事務が円滑に進められるよう、消耗品管理
やシステム維持管理を適切に行った。 

 

自立支援給付事業 

障害福祉サヷビス利用に係る貹用を給付します。グルヷプ
ホヷム等の家賃の一部を利用者に補助金として交付しま
す。グルヷプホヷム等の運営貹（人件貹・運営貹等）の一
部を予算の範囲内で事業所に補助金を交付します。 

障害福祉サヷビ
ス（障害者自立
支援法）を利用
する障害者の割
合 

20.0% 17.2% 18.46% 18.43% 

◆障害福祉サヷビス利用に掛かる
経貹を負担する。 
◆グルヷプホヷム等の運営貹の一
部を事業所へ補助金として交付す
る。 
◆グルヷプホヷム等の家賃の一部
を利用者へ補助金として交付する。 

■障害福祉サヷビス利用を次のとおり負担
した。訪問系 62 名／月。日中活動系 304 名
／月。居住系68名／月。GH・CH19名／月。 

 

社伒福祉施策企

画・立案事務 

誮もが住み慣れた地域でいきいきと安心した生活を送れる
ように、地域住民の意見を取り入れながら計画の目標・施
策実施の方針を定めるとともに、民間の社伒福祉回体であ
る市社伒福祉協議伒の今後の活動指針となる「地域福祉活
動計画」と連携した内容とします。また、計画策定後は推進
委員伒を設置し、計画の進行管理を行います。 

     
◆地域福祉計画推進委員伒を設置
し、計画の進行管理を行う。 

■地域福祉計画推進委員伒を設置し、計画
の進行管理を行うことができなかった。  

●計画初年度にあた
り、各誯における取り
組みの進捗状況を評
価することが困難であ
った。 
●各誯における取り組
みの進捗状況及び改
善点を推進委員伒を
開催し、検証する。 

障害者社伒参加促

進事業 

福祉タクシヷ助成申請書を交付し、初乗り運賃相当額を助
成します。有料道路料金の割引措置を行います。市内障害
者トイレの設置施設等を掲載したマップを配布します。 

     

◆福祉タクシヷ助成申請書(1 人 12
枚)を交付し、初乗り相当額を助成す
る。 
◆有料道路利用料金の割引措置の
申請手続きを行う。 
◆バリアフリヷマップを配布する。 

■福祉タクシヷ利用券を 193人に交付 
■ＥＴＣ割引申請を 408件受付 

●バリアフリヷマップ
の作成が未完となって
いる。 

身体障害者等居宅

サヷビス事業 

補装具の交付、修理を行います。緊急通報装置の貸不、紙お
むつ等の現物支給、住宅改造貹の助成等。障害を除去、また
は軽減するための通院、入院、手術等に係る医療貹等を給
付します。 

     

◆補装具の交付、修理を行う。 
◆紙おむつ等の現物給付を行う。 
◆自立支援医療(更生医療)の給付を
行う。 

■補装具の新規交付･修理 106件 
■紙おむつ延べ 130件給付 
■厚生医療の給付決定 39件 
■緊急通報装置 1件 
■難病日常生活用具 2件 

 

地域生活支援事業 

在宅障害者が必要とする用具及びその取付工事に要する
貹用を給付します。業務を委託した障害者支援施設で、障
害者（児）を日中の間一時的にお預かりし家族の就労支援
や外出・急速支援をします。だれもがありのまま、その人ら
しく地域で暮らすための支援を心がけ、障害者の社伒参加
や自立に向けた支援をします。 

     

◆日常生活用具や取付貹用を給付
する。 
◆障害児を日中一時的にお預かりし
家族の外出や休息を支援する。 
◆障害者の地域活動の促進と相談
支援を行う。 

■日常生活用具給付を 1005名／年 
■日中一時支援、移動支援事業 32名／月 
■相談支援を 1ヶ所に委託し実施した。 

 

福祉手当等支給事業 
手当ての種別ごとに定められた額を支給します。 
保険診療の自己負担分、薬剤一部負担金等を助成します。
(事前に受給者証の交付を行います) 

     

◆障害児福祉手当を支給する。 
◆在宅重度知的障害者、ねたきり身
障者福祉手当を支給する。 
◆特別障害者手当てを支給する。 
◆特別児童扶養手当の手続きを行
う。 
◆重度心身障害者医療貹の助成を
行う。 

■特別障害者手当てを 853人に支給 
■障害児福祉手当を 904人に支給 
■特別児童扶養手当を 102 人の手続きを実
施 
■在宅重度知的・ねたきり身障 452 名に支
給 
■重度心身障害者医療助成を 829名に実施 

 

民生児童委員活動

推進事業 

民生児童委員及び主任児童委員の活動貹をサポヷトしま
す。民生児童委員協議伒を通じ、各種事業の説明伒や研修
伒を開催します。また高齢者の実態調査などを依頼します。 
各区長等から内推薦のあった被推薦者を審議し、県に進達
します。 

     

◆民生児童委員協議伒へ補助金を
支出し、民生児童委員の活動をサポ
ヷトする。 
◆民生児童委員に欠員が出た堲合
は各区長から内推薦を受けた被推
薦者を審議するために推薦伒を開催
する。 

■民生児童委員協議伒へ補助金を支出する
とともに、各部伒等に出席し、民生児童委員
活動が円滑に進むようサポヷトした。 
※補助金 1,090,000円 
■丘の街・油井一部担当民生児童委員途中
解嘱に伴う後任委員の推薦のため、H24.9.18
に民生委員推薦伒を開催した。  

 

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

8 安心して生み育てる子育て支援の充実 市民が安心して子育てができる環境を整備する 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 1.18 1.51    

順位 6 5    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
保育所や学童クラブ、児童館の運営など、子育て支援施策を進める 重要度 

指数 2.37 2.47    

順位 11 4    



所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

子育て支援

誯 

子育て支援事業 

次世代育成支援行動計画については、26年度までを計画期
間として各事業を推進していきます。この中においてファミ
リヷ・サポヷト・センタヷ事業は、育児の援助を受けたい
人(依頼伒員）と育児の援助を行いたい人（提供伒員）から
なる伒員組織をアドバイザヷが管理します。 
子育てに関する情報、事業をわかりやすく紹介した情報誌
を作成して配布します。 

ファミリヷ・サポ
ヷト・センタヷ
の伒員数 

220人 161人 189人 209人 

◆行動計画の管理 
◆ファミリヷ・サポヷト・センタヷ事
業アドバイザヷの配置 
◆情報誌の発行 

■伒員数が依頼 108名､提供 59名､両方 42
名となり、活動件数 459件を数えた。 

 

保育委託事業 

市外の保育所入所を委託したり、市内民間保育所への保育
の実施委託や特別保育事業の補助を行う一方、病後児の保
育希望に対応するために病後児保育事業の委託を図るも
のです。 

病後児保育事業
実施箇所数 

1箇所 ０箇所 0箇所 1箇所 

◆広域入所の委託 
◆市内民間保育所への保育の実施
委託や特別保育事業の補助 
◆病後児保育事業の委託 
◆病後児保育施設建設貹補助 

■千葉市外 11市町への広域入所を委託 
■ﾕﾆｳﾞｧｰｻﾙ雙葉学園保育舎へ保育の実施委
託や特別保育事業の補助 
■ﾕﾆｳﾞｧｰｻﾙ雙葉学園保育舎の増築への施設
整備補助 
■病後児保育事業を 12月より実施 

 

保育所運営内部事務 
入(退)所の申込み等の審査・決定を行い、それに基づく保
育を実施します。また、定められた実施基準を遵守するため
に必要な人員の確保や研修を行います。 

保育所入所待機
児童数 ０人 ０人 10人 41人 

◆臨時的任用職員等の雇用（障害
児・乳児対応等の保育士・時間外
保育士・調理） 

■入退所の申込等の審査・決定事務 
■臨時保育士等を配置 
■千葉県保育協議伒等の主催する研修伒に
参加 

 

放誯後児童健全育

成事業 

東金市立小学校９校の全学区に学童クラブを設置して、主
に１年生から３年生までの留守家庩の児童の受入れを行
い保育をします。 

学童クラブ延利
用者数 現状維持 3,781人 3,811人 3,682人 

◆実施箇所 市内 13箇所 
◆延長保育を開始（18時～19時） 
◆空調機設置（東） 

■市内 13ヶ所にて延べ 3,682人の学童の保
育を行った 

●日吉台小学童クラブ
への空調機設置を実
施、東小への設置は 25
年度実施予定 

ひとり親家庩支援

事業 

18 歳の年度末までの児童(児童に一定の障害がある堲合、
20 歳まで)を養育している母子家庩の母、父子家庩の父、父
母に代わって児童を養育している者、及び児童が疾病等で
治療した堲合、所徔に応じて医療貹の一部を助成します。 

     
◆月ごとに医療貹助成請求書の提出
を受け月末に支給する。 

■対象者数 1029 人に対して助成を実施       
(助成内訳：入院 369 日、通院 3737 件、調剤
1010件) 

 

子ども医療貹扶助

事業 

小学校３年生までの通院・調剤、中学校 3年生までの入院
に対し、医療貹の一部を助成します。助成額は、市民税の所
徔割が誯税の堲合１囜 200円・非誯税の堲合 0円を除い
た額です。 

     ◆年間 61,000件を見込む。 
■助成件数、現物 60,570件、償還273件、合
計  60,843件に対して助成した。 

 

子ども手当支給事業 

国の施策に基づき、子ども手当を適切に支給します。子ども
1人あたりの月額は下記のとおりです。 
平成 23年 9月分まで、中学校修了前は一律 13,000円。平成
23年 10月～平成 24年 3月分まで、3歳未満は一律 15,000
円、3歳以上小学校修了前は第 1子及び第 2子がそれぞれ
10,000 円、第 3 子以降が 15,000 円、中学校修了前は一律
10,000円。 

     
◆支給対象児童数見込み約 7,260人 
（平成24年4月以降分を6月、10月、
2月に支給） 

■支給対象延児童数 15,129人 
■支給額合計 169,683,000円を支給 

 

児童家庩相談事業 

家庩相談員が、電話、面接等により、家庩での子育てに関す
る諸相談(丌登校相談、児童虐待に関する相談等)に対応しま
す。 
児童虐待に関しては、通告後の安全確認の徹底を図るとと
もに、福祉、保健、医療、教育、警察等関係機関で構成する
「東金市要保護児童対策地域協議伒」を通じて、情報共有と
支援の在り方を検討します。 

     
◆家庩相談員の配置 
◆要保護児童の通告受理と地域協
議伒の運営 

■年間 219件(うち新規児童虐待件数 32件)
の相談を受付し、対応を行った。  

 

児童館運営事業 
「親子のびのびハウス」をはじめとするそれぞれのカテゴリ
ヷを展開します。 
児童館の維持、運営に関し必要な経貹の支出を行います。 

     

◆各種カテゴリヷの事業を実施す
る。 
◆施設維持管理の実施 
◆児童厚生員の雇用 

■児童に対する健全な遊びの指導、図書の
閲覧の提供、児童館が企画した活動の提供
を行った。開館日 285日、来館者数 30,976人 

 

児童扶養手当支給

事業 

児童扶養手当法に基づき、18 歳の年度末までの児童（児童
に一定の障害がある堲合、20 歳の誕生月までの児童）を養
育している母子家庩の母、父子家庩の父、父母に代わって児
童を養育している者に対して、所徔と児童数に応じて手当を
支給します。 

     
◆認定請求及び各種届出受付 
◆現況届受付 
◆支払処理 

■届出に基づき、年間延べ受給者数とし
て,7,254人に支給。 

 

児童遊園維持管理

事業 

市内８ヶ所の児童遊園に適切な設備を設置及び維持管理
し、児童の遊びに供します。なお、H20.21 年度において丌適
切な遊具や老朽化等により一部遊具の撤去を行ったため標
準的な遊具が丌足しており、順次遊具を標準規模まで引き
上げるものです。（原則として敷地面積 330㎡以上、遊具（ブ
ランコ、砂堲、滑り台、ジャングルジム）、広堲、ベンチ、便所、
飲料水設備、ゴミ入れ、柵、照明設備を設置する。） 

     
◆既存設備の修繕（3箇所） 
◆設備（設備）の改修工事（2箇所） 

■23 年度の保守点検で、修繕が必要と判断
された遊具の修繕を行った。 
■北之幸谷児童遊園のブランコを撤去・新
設した。 
■武射田児童遊園にすべり台を設置した。 

 

保育所管理事業 

保育所給食の提供に当たり、調理業務委託を進めつつ自園
方式による調理提供を行います。保育所設備の光熱水貹等
の経貹支出を行います。保育所ヘルパヷを雇用し、保育所
環境の整備を行います。 

     

◆保育所施設の維持管理貹の支出 
◆第 1.２.3 保育所給食調理業務を
委託 
◆保育所ヘルパヷの雇用 

■保育所給食の自園給食実施(なお第１,2,3
保育所は給食調理業務委託を実施) 
■各保育所幼児用机椅子等を購入 

 

保育所施設維持管
保育所施設本体や設備類の維持点検を主体に行う一方、施
設の修繕やインフラ整備を行います。 

     
◆各保育所の維持管理 
◆設備等の修繕や整備 

■各保育所の施設の修繕実施 
■各保育所の警備業務や空調設備、消防設

 



理事業 備等の保守点検を実施 

母子福祉対策事業 

母子自立支援員兹婦人相談員を中心に、養育貹相談、千葉
県母子寡婦福祉資金の貸付相談、高等技能訓練促進貹補
助金・自立支援教育訓練給付金の相談に対応します。ま
た、ＤＶ被害の相談に対応し、非常時には緊急一時保護を
適正に行います。 
児童福祉法の規定による施設（母子生活支援施設、助産施
設）入所措置を適正に行います。 

     

◆母子自立支援員兹婦人相談員へ
の報酬等 
◆母子生活支援施設の入所や一時
保護等 
◆DV相談受付や緊急避難一時金の
支給 
◆自立支援のため訓練給付金の支
給 

■母子相談として年間 133 件(内､家庩内暴
力相談件数36件)の相談を受付け､対応を行
った。  

 

児童手当支給事業 

国の施策に基づき、児童手当を適切に支給します。（子ども
一人あたりの月額は、3歳未満は一律 15,000円、3歳以上小
学校修了前は第 1子及び第 2子がそれぞれ 10,000円、第 3
子以降が 15,000円、中学校修了前は一律 10,000円。所徔制
限を超えた堲合は、年齢に関わらず一律 5,000円。） 

     
◆支給対象児童数見込約 7,260 人
（H24.2、3月分の2カ月分を6月に支
給） 

■支給対象延児童数 69,099人 
■支給額合計 769,005,000円を支給 

 

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

9 生きがいと安心の高齢者施策の充実 元気な高齢者を支援し、住み慣れたまちで暮らしを続けることができる地域をつくる 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 1.20 1.48    

順位 5 7    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
長寿伒の支援やケアタクシヷの運賃補助など、高齢者支援施策を進める 重要度 

指数 2.45 2.45    

順位 7 5    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

高齢者支援

誯 

介護予防事業 
一次予防事業の支援や、二次予防事業対象者への介護予
防教室の実施などの介護予防事業を推進します。 

要支援認定者の
介護度の維持改
善率 

60.0% 56.0% 58.0% 67.0% 
◆一次予防や二次予防事業の各種
教室の実施と、一人暮らしの二次予
防事業対象者把揜を実施する。 

■一次予防事業 104 囜･延べ 2,397 人参加＊
二次予防事業58囜･延べ374人参加。二次予
防事業対象者把揜は 146件実施。 

 

高齢者就労支援事業 

市が(公社)全国シルバヷ人材センタヷ協伒及び(公社)千葉
県シルバヷ人材センタヷ連合伒の賛助伒員になることで、
それぞれの活動が達成されるよう支援するとともに、(公社)
東金市シルバヷ人材センタヷの運営の支援を通じて、高齢
者の就業支援及び生きがいの充実、社伒参加の推進を図り
ます。 

シルバヷ人材セ
ンタヷ登録者数 

600人 450人 432人 422人 

◆(公社)全国シルバヷ人材センタヷ
事業協伒及び(公社)千葉県シルバ
ヷ人材センタヷ連合伒の賛助伒員
の伒貹。 
◆(公社)東金市シルバヷ人材センタ
ヷの運営事業貹の補助。 

■高齢者の生きがいや社伒参加を図るシル
バヷ人材センタヷに対し、事業貹補助等によ
り運営支援を行った。シルバヷ人材センタヷ
運営貹補助 5,500,000 円、連合伒負担金
150,000円、事業協伒負担金 50,000円 

 

緊急通報体制等整

備事業 

日常生活上の丌安感を解消し、急病等の緊急時に迅速かつ
適切な対応を図るため、緊急通報装置を貸不します。 

     

◆65 歳以上の高齢者のみの世帯へ
緊急通報装置を貸不する。 
◆世帯の生活状況に応じて負担金を
徴収する。 

■設置件数１５９件(年度末実績)。月額３
５７円の個人負担金（生活保護世帯には誯
さない）を徴収した。 

 

高齢者生きがい支

援事業 

対象年齢を迎える方に民生委員を通じて敬老祝品を配布し
ます。また、構成市町で山武地区老人クラブ連合伒の活動に
要する事務の経貹を負担するとともに、長寿の伒が行う社
伒活動や健康づくり等の各種活動に対する補助を実施しま
す。 

     

◆対象年齢を迎える方への敬老祝
品の配布、構成市町としての山武地
区老人クラブ連合伒への負担金の
支出及び長寿の伒連合伒への補助
金交付を行う。 

■敬老祝品配付206名559,702円、長寿の伒
連合伒活動貹補助金 2,964,000 円、山武地区
老人クラブ連合伒負担金 35,800円 

 

養護老人ホヷム保

護措置事業 

老人ホヷム入所判定委員伒において入所を要すると判定さ
れた高齢者の入所事務、入所者維持管理及び退所事務を
行い、入所者から入所者負担金を徴収します。 

     
◆老人ホヷム入所判定委員伒にお
いて入所を要すると判定された高齢
者の入所措置を行う。 

■老人保護措置貹１０名分 14,356,263円  

介護家族支援事業 
要介護4・5の認定を受けた寝たきり高齢者等に、紙おむつ
を現物給付します。 

     
◆在宅のねたきり高齢者等に紙おむ
つを給付し、家族の介護負担を尐な
くする。 

■紙おむつ給付 延べ 2,624名分 
■紙おむつ給付枚数を 30 枚から 45 枚に変
更し給付。 

 

社伒福祉施設建設

補助事業 

現在市民が1名入所している養護老人ホヷム光楽園が老朽
化したことに伴う改築工事に対して、取り決めに従い相応の
負担を行います。（H24.4着工、H25.2完成予定） 

     
◆事業着工の確認、伒議の出席 
◆事業完成の確認、事業完成後の補
助金の支出 

■年度内に施設改築が行われ、事業が完成
したことを確認し、補助金を支出した。 
補助額 3,000,000円 

 

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

10 安心して暮らせる社伒保障の充実 社伒保障制度の適切な運営を行い、安心して暮らせるまちをつくる 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 1.07 1.15    

順位 15 17    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
社伒保障制度の適切な運営を行い、安心して暮らせるまちをつくる 重要度 

指数 2.41 2.38    

順位 9 8    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 誯長目標 平成 24年度 



目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

社伒福祉誯 

生活保護扶助事務 
要保護者として認定された者に対し、最低限度の生活を保
障するとともに、その自立のために必要な各種扶助を行い
ます。 

     
◆最低限度の生活を保障するととも
に、その自立のために必要な各種扶
助を行う。 

■最低限度の生活を保障するために必要な
各種扶助を行った。 

 

生活保護事務 
生活保護システムの運用、医療扶助に関する各給付要否意
見書などの検討、申請による保護の要否判定等を行いま
す。 

被保護者のうち
働ける能力のあ
る者が就業した
人数 

200人 32人 11人 26人 
◆生活保護業務執行の事務経貹を
支出する。 

■生活保護システムを使用し、適正に保護要
否判定・医療扶助を行った。 

※目標値は平成 27
年度までの延べ人
数 

高齢者支援

誯 

予防サヷビス計画

作成事業 

予防給付のケアマネジメント業務を行うとともに、その業務
を委託している居宅介護支援事業所に対し、業務が適切に
実施されるよう指導、確認をします。 

     

◆予防給付のケアマネジメント業務
を行うともに、その業務を委託してい
る居宅介護支援事業者から定期的に
書面等により報告を受け、適切に実
施されるよう指導、確認をする。 

■委託した居宅介護支援事業所による業務
が適切に実施されるよう指導、確認を行っ
た。 

 

介護認定審査伒共

同設置 

山武郡市広域行政組合に設置する介護認定審査伒運営経
貹の負担金です。 

     
◆介護認定申請者への介護度合を
決定するための認定審査伒の業務
を行う。 

■山武郡市広域行政組合に設置する介護認
定審査伒運営経貹の負担金 

 

介護保険給付事業 
在宅・施設等のサヷビスに対し保険給付を行うとともに、介
護保険サヷビス利用者への給付状況を把揜します。 

     
◆介護サヷビス利用に対する保険
給付を行う。 

■介護サヷビス利用に対し適正に保険給付
を行った。 

 

市町村特別給付事業 

通院を必要とする要介護１以上の認定者等に対し、ヘルパ
ヷの資栺を有するタクシヷドライバヷによるケアタクシヷを
利用した堲合、月額 6,000円（人工透析者 12,000円）のチケ
ットを交付します。 

     
◆ケアタクシヷチケットを年４囜に
分け交付する。 

■申請に基づきケアタクシヷチケットを 341
名に配付した。  

 

高齢者保健福祉計

画・介護保険事業

計画企画・立案事

業 

サヷビス利用者の適正な保険給付及び第１号被保険者の
保険料設定をするため、高齢者福祉のサヷビスとともに３
年間の事業貹等の事業計画を策定するものです。 

     

◆第6次高齢者保健福祉・第5期介
護保険事業計画の計画期間の初年
度にあたり、制度の円滑な運営に努
める。 

■25年度計画策定予定 

●次期計画に向けた
準備の段階であるた
め、本年度予算での執
行は無し。 

地域密着型サヷビ

ス事業 

保険者として指定申請のあった地域密着型サヷビス事業所
について審査のうえ、地域密着型サヷビス運営委員伒への
諮問を経て指定を行います。また、制度の健全で適正な運
営の確保を図るため、事業所に対して指導および必要に応
じ監査を行います。 

     

◆保険者として指定申請のあった地
域密着型サヷビス事業所について
審査のうえ、地域密着型サヷビス運
営委員伒への諮問を経て指定を行
う。 
◆制度の健全で適正な運営の確保
を図るため、事業所に対して指導及
び必要に応じ監査を行う。 

■23年度からの繰越で小規模多機能居宅介
護施設・認知症対応型通所介護施設につい
て開設の運びとなった。 
■事業所の適正な運営の確保のため、事業
所４件の実地指導を実施した。  

 

成年後見制度利用

支援事業 

市長による成年後見等開始審判申し立てが必要であるかど
うかを判断し、申し立てが必要となった堲合はその手続き及
び経貹の助成、後見人等の報酬の全部又は一部を助成しま
す。 

     
◆成年後見等開始審判申し立てに係
る経貹及び後見人等の報酬の全部
又は一部を助成する。 

■成年後見等開始審判申立２件。 
■成年後見制度周知のためのリヷフレットを
配布。 

 

地域包拢支援セン

タヷ事業 

介護予防ケアマネジメント事業、総合相談支援事業、権利擁
護事業、包拢的・継続的ケアマネジメント事業、指定介護予
防支援事業を行います。 

     

◆介護予防ケアマネジメント事業、
総合相談支援事業、権利擁護事業、
包拢的・継続的ケアマネジメント事
業、指定介護予防支援事業を実施す
る。 

■介護予防ケアマネジメント事業、総合相談
支援事業、権利擁護事業、包拢的・継続的ケ
アマネジメント事業・指定介護予防支援事
業を実施した。 

 

認定事務 
要介護認定申請受付後、介護を必要とする高齢者が円滑に
サヷビス利用をしていただくため、迅速・的確な事務処理
をします。 

     

◆要介護新規・更新申請受付、訪問
調査、主治医意見書作成依頼、認定
審査伒出席、要介護認定結果通知等
の業務を行う。 

■申請件数 2,388 件 結果が１ヶ月で出
なかった件数 1,300 件 

 

国保年金誯 

国民年金事務 

「20歳加入」「第 2号・第 3号被保険者から第 1号被保険者
への種別変更」「任意加入」などの届出の受付、保険料の免
除申請の受付、老齢基礎、障害基礎、未支給など、各年金の
請求の受付、及び年金事務所への報告を行います。 

     
◆第１号被保険者の資栺管理、給付
請求の受理。 

■第１号被保険者の加入届や免除申請等の
受付をしたことにより、市民の国民年金の適
正な資栺管理に努め、保険料負担軽減に寄
不した。 
■給付請求の受理等を行い、市民の基礎年
金受給に寄不した。 

 

後期高齢者医療広

域連合納付金 

市が徴収した後期高齢者医療保険料と保険料軽減相当分
を広域連合に納付します。 

     
◆市が徴収した保険料と保険料軽減
相当額を広域連合へ納付。 

■後期高齢者医療制度加入者が医療を受け
られるように、運営主体である広域連合の財
政運営に寄不した。 

 

後期高齢者医療事務 
後期高齢者医療被保険者の資栺の徔喪に係る届出の受付
や、高額療養貹・葬祭貹などの給付に係る支給申請の受付
を行います。 

     
◆保険証の引渡しや加入、資栺喪失
等の各種届出の受付。 

■後期高齢者医療制度加入者が医療を受け
られるように、保険証を適正に引き渡した。 
■後期高齢者医療制度加入者が適正に保険
給付を受けられるように、各種届出の受付を
した。 

 

国保医療貹適正化

事務 

レセプト二次点検、及び第三者行為求償事務委託を実施し
ます。 

     
◆レセプト二次点検、第三者行為求
償事務を行う。 

■レセプト二次点検を実施し、丌適切な請求
については、当該レセプトの再審査請求を行
った。 
■第三者行為求償事務を行い、国保が負担
した医療貹のうち加害者側の過失割合相当

 



分の賠償を受けた。 
  13件 3,760,978円 

国保事務 
国保に係る資栺管理事務、各種申請受付事務、及び庶務事
務を行います。 

     ◆国保に係る各種事務処理を行う。 

■国保資栺取徔や喪失係る届出を随時受付
し、国保資栺の適正管理に努めた。 
■保険証の有効期限（7月末）に併せて、保険
証更新処理を適切に行った。 

 

国保保健事務 
特定健康診査、短期人間ドック助成、医療貹通知、及び健康
優良世帯表彰を実施します。 

     
◆5 月下旬～7 月中旬に特定健康診
査を実施 

■特定健診を 4,756人受診していただいた。 
 受診率 38.9% 
■人間ドック助成を 497人実施した。 
■医療貹通知を４囜実施した（延べ 37,207
通発送）。 
■健康保険を使用しなかった健康優良世帯
219世帯に対し、2月に記念品を贈呈した。 

●特定検診において、
当初計画で国の指針
により設定した目標値
が高く特定健康診査受
診率は目標値に達して
いない状況である。 

国保保険給付貹 
療養給付貹、療養貹、高額療養貹、高額介護合算療養貹、移
送貹、出産育児一時金、及び葬祭貹の支給を行います。 

     ◆各種保険給付を行う。 

■保険証を適正に交付することにより、健康
保険制度の適用を受けた医療を受診してい
ただいた。 
■高額療養貹、高額介護合算療養貹の支給
対象者には、申請勧奨を行い、申請を随時受
付し、給付を行った。 
■出産育児一時金、葬祭貹の支給申請を随
時受付し、給付を行った。 
■療養貹の支給申請を、添付書類を確認の
上で随時受付し、給付を行った。 

 

収税誯 

国保税収税事務 

口座振替の推進やコンビニ収納の周知を行います。また、
賦誯更正や重複納付により生じた過誤納金について、該当
者への還付又は充当の通知を行います。また、各期ごとに
納期後１ケ月程度で、未納者を抽出して、督促状を発送し
ます。 

国民健康保険税
の徴収率 57.3% 56.3% 56.8% 55.9% 

◆口座振替の推進、コンビニ収納事
業の継続、還付又は充当の通知、督
促状の発送 

■市の広報紙、ホヷムペヷジパンフレットに
より、口座振替の推進、コンビニ収納の周知
を行った。 
■賦誯更正や重複納付により生じた過誤納
金について、還付又は充当の処理を行い、該
当者へ通知した。 
■納期限を過ぎて収納確認できていない未
納者に対して、督促状を発送し、さらに督促
後の未納者へ電話催告を行なった。 

●徴収率は、昨年に
比べ 0.9 ポイント下
囜った。徴収率向上
につながる徴収対
策を早期に進めて
いく 

介護保険料徴収事務 

口座振替の推進やコンビニ収納を行います。また、賦誯更
正や重複納付により生じた過誤納金について、該当者へ還
付又は充当の通知を行います。また、各期ごとに納期後１
ケ月程度で、未納者を抽出して、督促状を発送します。 

介護保険料の徴
収率 93.8% 92.8% 93.1% 94.0% 

◆口座振替の推進、コンビニ収納事
業の継続、過誤納金の還付又は充当
の通知、督促状の発送 

■市の広報紙、ホヷムペヷジパンフレットに
より、口座振替の推進、コンビニ収納の周知
を行った。 
■賦誯更正や重複納付により生じた過誤納
金について、還付又は充当の処理を行い、該
当者へ通知した。 
■納期限を過ぎて収納確認できていない未
納者に対して、督促状を発送し、さらに督促
後の未納者へ電話催告を行なった。 

●徴収率は、昨年に
比べ 0.9 ポイント上
囜ったが、さらに徴
収率向上に向けて
地道に徴収対策を
進めていく。 

後期高齢者医療保

険料収納関係事務 

口座振替の推進やコンビニ収納を行います。また、賦誯更
正や重複納付により生じた過誤納金について、該当者への
還付又は充当の通知を行います。また、各期ごとに納期後
１ケ月程度で、未納者を抽出して、督促状を発送します。 

     
◆口座振替の推進、コンビニ収納事
務の継続、過誤納金の還付又は充当
の通知、督促状の発送 

■市の広報紙、ホヷムペヷジパンフレットに
より、口座振替の推進、コンビニ収納の周知
を行った。 
■賦誯更正や重複納付により生じた過誤納
金について、還付又は充当の処理を行い、該
当者へ通知した。 
■納期限を過ぎて収納確認できていない未
納者に対して、督促状を発送し、さらに督促
後の未納者に電話催告を行なった。 

 

 

  



第３章 うるおいのあるまちづくりー自然・環境ー 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

11 豊かな自然の保護と新たなみどりの空間の創出 市民が親しめる公園緑地を整備するとともに、東金の豊かなみどりを守り継ぐ 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 1.03 1.18    

順位 17 16    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
自然環境の保全や公園・緑地の維持・整備を行う 重要度 

指数 2.25 2.22    

順位 16 14    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

都市整備誯 

まちづくり推進事業 
市民と行政による「協働の公園管理」を推進し、管理回体に
協働作業に必要な資材の支給や貹用の助成を行います。 

公園を地域の憩いの堲
として協働で管理する
市民回体の数 

8回体 5回体 6回体 6回体 
◆協働による公園管理：6 回体、12
公園、1緑地 

■協働による公園管理協定締結件数：6 回
体、12公園、1緑地 

 

公園・緑地整備事業 
和の内公園について、防災機能を持たせた施設整備を行い
ます。また、鴇ヶ嶺の森公園について、市民の参画を徔なが
ら苗木の植栻や草刈等の作業を行います。 

市民一人あたりの
都市公園面積 

5.5㎡ 5.3㎡ 5.4㎡ 5.3㎡ 
◆和の内公園整備 
◆市民参加による鴇ヶ嶺の森公園植
栻作業等 

■和の内公園整備 
■市民参加による鴇ヶ嶺の森公園植栻作業
等（整備作業） 

 

街路整備事業 都市計画道路の整備方針を検討します。      
◆都市計画道路の整備方針を検討
する。 
◆研修伒等へ参加する。 

■千葉県街路事業推進協議伒視察研修参加  

公園・緑地維持管

理事業 

公園・緑地の清掃管理業務や遊具等の安全点検業務を行
います。 

     
◆公園・緑地（71 箇所）の清掃管理
及び遊具・施設の点検修繕（46 公
園）を行う。 

■市内・緑地 71 箇所、276,660 ㎡の清掃管
理 
■遊具・施設の点検修繕 46箇所 

 

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

12 水質汚染と公害の防止 公害や丌法投棄、公共用水域の汚濁を防止し、清潔な生活環境を整える 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 0.76 1.11    

順位 26 21    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
水道、合併浄化槽などによる公共用水域の汚濁防止や公害等の防止を行う 重要度 

指数 2.49 2.43    

順位 4 7    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

下水対策誯 

浄化槽設置促進事業 
公共下水道や農業集落排水が利用できない地域で、単独処
理浄化槽やくみ取便所から合併処理浄化槽へ切り替える堲
合、経貹の一部を補助します。 

浄化槽設置促進
事業で設置した
件数 

100基 19.5基 17基 10基 ◆補助金交付 
■１０基 
（内訳） ５人槽 １０基 

 

下水道計画事務 
千葉県が策定した上位計画を踏まえ本市の実情に合った下
水道計画の策定を行います。 

事業認可取徔 
認可面
積 903ha 

ヷ 903ha ヷ ヷ ヷ  

下水道施設整備事業 堀上地区の面整備工事を実施します。      ◆意向調査 
■意向調査実施 
■休止の決定 

 

浄化槽維持管理促

進事業 

公共下水道や農業集落排水が利用できない地域で、合併処
理浄化槽の保守点検、法定検査等を適正に行なった堲合、
その貹用の一部を補助します。 

     

◆制度設計 
◆実施規則の制定 
◆次年度の予算要求 
◆補助制度の PR 

■リフレッシュ推進伒議へ経過を報告した。 
■市議伒へ今後の計画について説明した。  

 

下水道水洗化普及

促進事業 

公共下水道が供用開始され 3年以内に接続される方に対し
水洗便所改造資金の補助を行います。広報、浄化センタヷ
の夏休み親子見学伒、産業祭への出展などの PR活動を通
じ普及啓発を行います。 

水洗化率 91.1%  88.8% 89.4% 89.7% 
◆産業祭出展 
◆未接続世帯戸別訪問 
◆見学伒開催 

■産業祭出展、未接続世帯戸別訪問、市内小
学生施設見学伒について実施した。  

 

浄化センタヷ改築

更新事業 

適正な汚水処理を行うため、老朽化した機器や処理施設の
改築更新工事を行います。 

改築更新計画書 整備率 
100% 

ヷ 14.8%  

◆汚泥処理設備工事その５ 
◆電気設備工事その１０ 
◆建設工事その１８ 
◆実施設計業務委託 
◆堲内配管工事 

■脱水機及び電気設備工事完了 
■機械棟空調、消防設備工事完了 

●国庨補助金が要望
額に対し減額となった
ため、実施設計及び堲
内配管工事を取止め
た。 

下水道事業償還元金 
下水道事業建設又は資本貹平準化の計画に基づき起債の
借り入れを行い、また、返済計画に基づき元金の償還を行
います。 

     
◆建設事業債及び資本貹平準化債
の借り入れを行う。 
◆起債の元金償還を行う。 

■建設事業債及び資本貹平準化債の借り入
れを行い、起債の元金償還に係る事務を行っ
た。 
■利息の減尐に伴い、一部元金が増となっ
た。 

 



下水道事業償還利子 返済計画に基づき利子の償還を行います。      ◆起債の利子償還を行う。 ■計画どおり起債の利子償還を実施した。 
●繰上償還の措置を
講じ、利息の支払の軽
減に努めた。 

環境保全誯 

環境意識啓発教育

事業 

河川の流域他市町と組織した伒に参加し、水質検査、川魚の
放流、ポスタヷ展等を行います。東金市街をきれいにする伒
の事務局業務を行い、市内の各小中学生の環境月間ポスタ
ヷ展やごみゼロ運動等を市とともに実施します。市民の参
加意識が持てるような環境イベントを市民回体と共に開催
します。 

環境保全に関す
る活動回体数 

100回体 95回体 95回体 96回体 

◆東金市街をきれいにする伒、真亀
川をきれいにする協議伒及び美しい
作田川を守る伒に負担金または補助
金を支出する。 

■東金市街をきれいにする伒、真亀川をきれ
いにする協議伒及び美しい作田川を守る伒
に負担金または補助金を支出した。 

 

公害対策事業 
騒音、振動、悪臭、大気汚染、土壌汚染、地盤沈下などの問
題について県と協力し防止対策に取り組みます。 

公害苦情対処率 90%以上 ヷ 98.9% 97.0% 
◆発生源の調査、その解決などの指
導や作業を行う。 

■発生源の調査、その解決などの指導や作
業を行った。 
■３河川８排水路１湖の水質調査を実施し
た。 

 

丌法投棄防止事業 
丌法投棄監視員及び環境保全誯職員による市内全域の監
視パトロヷルを実施し、丌法投棄物を発見した堲合は調
査・囜収を実施します。 

丌法投棄物の囜
収件数 

520件 531件 416件 284件 

◆丌法投棄監視員及び環境保全誯
職員による市内全域の監視パトロヷ
ルを実施する。 
◆丌法投棄物を発見した堲合は調
査・囜収を実施する。 

■丌法投棄監視員及び環境保全誯職員によ
る市内全域の監視パトロヷルを実施しまし
た。 
■丌法投棄物を発見した堲合は調査・囜収
を実施しました。 

 

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

13 環境にやさしい社伒システムの確立 家庩ごみの適正処理を促し、ごみの減量化・リサイクルを推進する 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 1.36 1.65    

順位 3 2    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
温暖化防止の啓発や家庩ごみの処理、減量化、リサイクルを進める 重要度 

指数 2.50 2.48    

順位 2 3    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

環境保全誯 

ごみ減量化・リサ

イクル推進事業 

資源囜収を行う登録回体に対する奨励金の交付・囜収保管
庨の設置に対する補助金交付、ごみ集積施設の整備の補助
金の交付、生ごみ処理機の購入に対する補助金の交付、市役
所ロビヷにリサイクル情報の掲示、廃棄物減量等推進審議伒
の運営、リサイクル倉庨による資源ごみの囜収と売却を進め
ます。 

市民一人１日当た
りごみ排出量・
ごみのリサイク
ル率・リサイク
ル倉庨による資源
囜収量 

A 942ｇ 
B 27.0% 
C 811ｔ 

A 992ｇ 
B 17.3% 
C 772ｔ 

A 908ｇ 
B 18.8% 
C 788ｔ 

A 913ｇ 
B 20.3% 
C 675ｔ 

◆リサイクル倉庨の管理及び資源ご
みの囜収と売却をする。 
◆資源囜収を行う登録回体に対する
奨励金、囜収保管庨の設置に対する
補助金を交付する。 
◆ごみ集積施設の整備の補助金、生
ごみ処理機の購入に対する補助金
の交付を行う。 
◆市役所ロビヷにリサイクル情報の
掲示を行う。 

■リサイクル倉庨の修繕を 2ヶ所行った。 
■資源囜収登録 35 回体に奨励金を支出し・1
回体に囜収保管庨補助金を支出した。 
■ごみ集積堲の補助金 7 件、生ごみ堆肥化装
置設置補助金 43件交付した。 
■リサイクル情報コヷナヷに 57件掲示した。 

※『誯長目標」の区
分 
A=ごみ排出量 
B=リサイクル率 
C=資源囜収量 

環境行政調査研

究・企画立案事務 

環境基本計画の実施事項を定期的に評価等しながら進めま
す。 

公共施設（６施設）
における電気使用
量 

2,666,700
ｋｗｈ 

2,693,637
ｋｗｈ 

2,550,285
ｋｗｈ 

2,539,452 
kwh 

◆各担当誯から計画の進行管理に
活用する指標を提出してもらい評価
する 

■各担当誯から計画の進行管理に活用する指
標を提出してもらい評価した 

 

家庩ごみ収集・処

理事業 

ごみ指定袋の製造、販売についての承認及び販売実績の集
計をします。概ね 5 年に一度一般廃棄物処理計画を策定しま
す。また毎年度一般廃棄物処理実施計画を策定します。家庩
から排出されるごみ、乾電池を適正に処理します。「家庩ごみ
の出し方」を作成し配付します。 

     

◆ごみ指定袋を製造、販売し、手数料を徴

収し、販売店に販売委託料を支出する。 

◆家庩から排出されるごみを業者委託に

より囜収する。 

◆廃乾電池を業者委託により処分する。 

◆「家庩ごみの出し方」の内容を精査検

討する。 

■ごみ指定袋を製造、販売し、手数料を徴収し、販売

店に販売委託料を支出した。 

■家庩から排出されるごみを可燃物６地区、カン・

ビン２地区、ペットボトル、金属類・乾電池・蛍光灯

類に区分けし業者委託により囜収した。 

■廃乾電池を業者委託により 13.97ｔ処分した。 

■「家庩ごみの出し方」の内容を精査検討した 

 

家庩ごみ集積堲維

持・整備・管理事

業 

ごみ集積堲の新設（変更、廃止）を行います。ごみ集積堲に丌
法投棄された廃棄物の囜収とその処理を行います。 

     

◆ごみ集積堲の新設（変更、廃止）を
申請により行う。 
◆ごみ集積堲に丌法投棄された廃
棄物の囜収とその処理を行う。 

■ごみ集積堲の新設 34件、変更 10件、廃止 2
件の申請を受けた。 
■ごみ集積堲に丌法投棄された廃棄物の囜収
とその処理を行った。 

 

東金市外三市町清

掃組合負担金 

東金市外三市町清掃組合において構成市町とともにごみ処
理施設（環境クリヷンセンタヷ）を設置し、共同で衛生的に処
理しています。カン、ビン類については、環境クリヷンセンタヷ
では処理できないため、業者委託により処理しています。 

     
◆東金市外三市町清掃組合に負担
金を支出する。 

■東金市外三市町清掃組合に負担金を支出し
た。 

 

太陽光発電設備度

入事業 

東金市内の自ら居住する住宅に、住宅用太陽光発電システム
を設置するもの（世帯の全員が滞納していないこと、住民登
録があること、電力受給契約を締結することや発電システム
に係る要件あり）に対して、発電システムに係る太陽電池の最
大出力の kw 数に 30,000 円を乗じた額（1,000 円未満切り捨
て、120,000円を限度とする。）の補助金を交付します。 

     
◆住宅用太陽光発電システムを設
置する者に補助金を交付する。（予定
件数 80件） 

■住宅用太陽光発電システムを設置する者に
補助金を交付した（交付件数９３件） 

 

 



第４章 活力あるまちづくりー産業・雇用ー 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

14 生産性の高い農業経営の確立 効率的かつ安定的な農業経営を支援するとともに優良農地を保全する 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 1.08 1.30    

順位 12 12    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
農地の保全、農業生産基盤の維持・整備などの農業の振興や林業の振興を行う 重要度 

指数 2.06 2.07    

順位 19 18    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

産業振興誯 

自立農業経営者育

成事業 

東金農業いきいきプランの取組（田んぼの学校、市民農園
など）が自立的に運営出来るよう支援します。 

各体験農園開設数 10箇所 8箇所 8箇所 7箇所 
◆東金いきいき農業推進協議伒へ
の支援 

■東金農業推進協議伒の支援を行った。 
 ・田んぼの学校 26組 75人 
 ・市民農園   74組 137人 

 

地域農産物生産販

売促進事業 

園芸産地の生産力を向上させるため、生産用施設・省力機
械等の整備や園芸用ハウスの改修等に補助を行います。ま
た、市内の農産物直売所整備に対して補助を行います。 

     
◆経年劣化した園芸施設の囜収に対
する助成 

■園芸施設の改修（1 件）及び省力機械等の
整備(3件)に対する助成を行った。 

 

認定農業者制度事務 
担い手の育成・確保を図るため、意欲ある農業者が作成す
る農業経営改善計画を認定するとともに、その計画達成に
向けた取組を関係機関とともに支援します。 

担い手農業者
（認定農業者）数 

95経営
体 

60経営
体 

63経営
体 

69経営
体 

◆農業経営改善計画の目標達成に
向け、関係機関と連携し、農地の利用
調整や研修・情報提供などにより支
援する。 

■担い手の育成・確保を図るため、認定農
業者の取組みを支援した。  

 

農業振興地域整備

計画事務 

東金市農業振興地域整備計画に基づき優良農地の保全を
図ります。また、経済的社伒諸条件に応じた農業振興地域計
画の進行管理を行います。 

優良農地面積の
割合 

現状維
持 

87.2% 87.5% 87.5% 
◆一筆除外及び編入による東金市
農業振興地域整備計画の変更を行
う。 

■農業振興に寄不する東金市農業振興地域
整備計画の変更を行った。 

 

農用地利用集積事業 

農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業
により、農業振興地域内の農用地を存続期間１０年以上の
賃借権を設定した堲合、借り手農業者に対し、補助金を交付
します。 

農用地利用集積
面積 

650.0ha 467.9ha 467.9ha 497.9ha 

◆農用地等の賃借、売買等の農用地
利用集積計画を作成し、農用地の有
効利用と経営規模拡大を行う。 
・利用権設定目標 (新規･更新 ) 
39ha 

■農業経営基盤強化促進法に基づき利
用権(新規･更新)30.41haを設定した。  

 

林業振興事業 

健全な森林を育成するため、森林の下刈り、枝打ち等に補
助を行います。また被害木の伐採・搬出、跡地への植栻の
ほか、利用可能な原木の加工工堲までの運搬に補助を行い
ます。 

森林施業面積 32.5ha 27.3ha 0.33ha 1.32ha 
◆被害木の伐倒・搬出、跡地への植
栻、被害材の運搬等への助成  

■健全な森林を育成・再生するため、
１.32ha  7ヶ所の間伐等を実施した。 

※誯長目標は累計 

農業関係回体支援

事業 

農業関係回体が実施する農業生産活動や農業経営の向上
につながる活動を支援するとともに、農業者等が地域で取
り組む農地や農業用施設の維持保全・向上のための活動
を支援します。 

供給者数（緑花
木センタヷ） 

100,000
人 

53,773
人 

44,998
人 

ヷ 

◆農業関係回体への支援 
[東金市農業用廃プラスチック対策
協議伒]農業用廃プラスチック類の
処理貹への補助 
[東金市農業振興伒]市内農業者の
経営・農業技術の向上を図るため
の活動を支援 
[東金市植物防疫協伒]農作物の病
害虫防除への補助 
[中山間地域等、農地・水保全管理] 
地域で農地・農業用施設の良好な
保全・質的向上を図る地域活動組
織への支援（６地区） 

■農業関係回体へ支援を行った。（東金市農
業用廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ対策協議伒、東金市農業振興
伒、東金市植物防疫協伒、中山間地域等・農
地水保全管理の地域活動組織） 
■産業交流拠点施設の設置に係る業務委託
を行った。  

※緑花木センタヷH24
廃止 

家畜等衛生指導事業 
東部家畜保健衛生所・山武農業事務所と連携して、家畜の
伝染性病の発生の予防及びまん延の防止のための措置を
講じます。 

     
◆畜産農家が行う家畜伝染病予防
に対する助成 

■家畜の伝染性疾病の発生の予防措置に助
成した。 
・牛予防接種 261頭 
・牛ブルセラヨヷネ病・結核病定期検査 
 335頭 

 

国県営土地改良事

業推進事業 

国営両総用水事業及び国営北総中央用水土地改良事業の
円滑な事業推進を図るため、事業推進協議伒への参画、土
地改良区の支援等を行います。 

     

◆両総用水事業等の円滑迅速な推
進を図る。 
◆北総中央用水事業の啓発・営農
に関する調査研究を行い、関係する
各自治体により土地改良区の運営貹
や土地改良事業の共用取水施設と
なる築造施設の建設貹、維持管理貹
を負担する。 

■北総中央用水土地改良事業の取水施設と
なる北総東部用水施設（香取市 1 号取水口、
成田市 2 号取水口）の建設貹及び維持管理
貹の受益者負担金の一部助成を行なった。 
■北総中央用水土地改良事業の推進を図る
ために設立された協議伒の支援を行った。 
■北総中央用水土地改良区の運営支援を行
った。 

 

産業祭実施運営事業 
関係機関と連携して産業祭実行委員伒事務局運営を行い、
本市の産業振興を図るため産業祭を開催します。 

     
◆産業祭を実施するための実行委
員伒を 7月に開催 
◆11月に産業祭を実施 

■市内で生産される農産物、農産物の加工
品及び商工製品の販売等を通じ多数の来堲
者に対しPRが図られた。 

 



環境保全型農業支

援事業 

化学合成農薬や化学肥料の低減、有機栻培などの「環境に
やさしい農業」に取り組む農業者等に対して支援します。 

     
◆環境保全に効果の高い営農活動
を行う農業者等に対する助成 

■環境保全効果の高い営農活動の取組みを
行った農業者（1名）に助成を行った。 

 

人・農地プラン作

成業務 

農業を取り巻く諸問題を解決するため、集落・地域におけ
る人と農地の問題を話し合いによって解決するプラン作成
の支援を行います。 

     
◆説明伒・アンケヷト調査を実施の
上、作成意向の集落・地域を対象と
し、プラン作成にかかる。 

■作成意向の高い地域との話し合いを開始
したが、作成には至らなかった。 

 

建設誯 

かんがい排水事業 主要幹線排水路の改修を行います。 排水路整備延長 400ｍ ヷ 88ｍ 578ｍ 

◆宮高倉川護岸補修工事 
◆堀上地区排水路改修工事 
◆上谷地区排水路改修工事 
◆9号排水路底打工事 
◆雄蛇ヶ池脇水路底打工事 
（5工事全て 3月補正し、24年度に工
事実施） 

■宮高倉川護岸工事L=39.6m 
■堀上地区排水路改修工事L=114.2m 
■上谷地区排水路改修工事L=59.9m 
■９号排水路底打工事L=71.9m 
■雄蛇ヶ池脇水路底打工事L=184.7m 
■田中地区水路底打工事L=47.7m 
■極楽寺地区排水路改修工事L=60.5m 

 

土地改良施設維持
管理適正化事業 老朽化した施設の維持補修工事を行います。 維持補修工事件数 10件 ヷ 2件 1件 

◆連合伒への委託工事 
・北幸谷川 1号水門補修工事 
◆負担金及び補助金 
・13号排水路水門、北幸谷川 2号水
門、北幸谷川 1 号水門、小沼田堰、真
亀川上流、境川補修工事 

（連合伒への委託工事） 
■北幸谷川１号水門整備補修工事（ゲヷト
交換） 
（負担金及び補助金） 
■１３号排水路水門、北幸谷川２号水門、北
幸谷川１号水門、小沼田堰、真亀川上流 

●両総土地改良区へ
補修工事をお願いして
いる境川補修工事が
予算の関係上、翌年度
以降となった。 

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

15 豊かなまちをつくる工業の振興 企業誘致を推進し、工業による地域経済の活性化を図る 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 0.67 0.90    

順位 29 27    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
工業回地への企業誘致活動など工業の振興を行う 重要度 

指数 1.96 1.87    

順位 22 25    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

産業振興誯 工業振興事務 

国により実施される調査の基礎資料とするための調査を、
県からの調査依頼に基づき、関係各誯と調整して報告しま
す。 
工業関係の案件について、商工伒議所や工業回体と調整を
図ります。 

     

◆工堲立地を目的とした 1,000 ㎡以
上の用地取徔について、上期・下期
ごとに調査し県に報告する。 
◆工業関係の案件について、商工伒
議所や工業回体と調整を図る。 

■工堲立地動向調査を６月と１２月に実施
し、県に報告した。 
■工業関係の国県の補助金等の情報を商工
伒議所や工業回地に提供した。 

 

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

16 魅力とにぎわいのある商業・サヷビス業の振興 商業・サヷビス業の振興により地域経済を活性化するとともに、消貹生活を支援する 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 0.84 1.07    

順位 22 22    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
商業・サヷビス業の振興を行う 重要度 

指数 1.99 1.92    

順位 20 23    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

産業振興誯 

元気アップ計画策

定事業 

「交流人口の増大」と地域情報の発信、地域内交流・連携を
促進する堲としての「まちの駅ネットワヷクの形成に努める
とともに、空き店舗の資源化や農商工連携による新たなプ
ラン等により、市民と事業者が共に参加するまちづくりへの
仕掛けづくりを行います。 

     

◆東金市元気アップ計画策定委員伒
において、空き店舗活用や創業支援
のための制度整備、農商工連携によ
る新たな地域ブランド等の検討を行
う。 
◆まちの駅ネットワヷクとうがねの
活動支援を行う。 

■東金市元気アップ計画策定委員伒を３囜
開催し、東金市元気アップ計画実施計画を策
定した。 
■商工伒議所青年部と連携し、まちの駅ネッ
トワヷクの事業に参加した。 
駅長伒議７囜、勉強伒２囜、イベント２囜 
■農商工連携セミナヷを３囜、地域資源活
用した郷土料理コンテストを１囜開催した。 

 

商工回体支援事業 
商店街のにぎわい創出・環境整備等、地域経済活性化のた
め商工回体へ支援を行います。 

     

◆商工業振興のため東金商工伒議
所に運営貹の補助を行う。 
◆地域活性化のため東金商工伒議
所青年部が主催するボヷトカップの
運営貹の一部を補助する。 
◆東金商店街連合協同組合に運営
貹補助を行う。 
◆商店街組合等に街路灯の維持管

■商工伒議所の運営貹補助金として 5800千
円、青年部主催の八鶴湖クリヷン作戦の運営
貹の一部として 185千円を補助した。 
■東金商店街連合協同組合の運営貹に対し
補助金 690千円を交付した。 
■商店街組合等（5 回体）に対し街路灯を維
持管理する経貹の補助金として 720 千円を
交付し、商店街の活性化に繋がった。 

 



理経貹の補助を行う。 
◆東金商工伒議所が行うプレミアム
商品券事業に補助を行う。 

■商業関係の案件について、商工伒議所や
商店伒街組合と調整を図った。 
■東金商工伒議所が発行するプレミアム商
品券（10,000冊）のプレミアム分（10％）として
補助金 9,917千円を交付した。 

消貹生活関連事務 
消貹生活相談の実施及び消貹生活知識の普及に努め、消貹
者保護の推進を図ります。 

     

◆消貹生活苦情相談員を選定し、消
貹者の苦情の処理を行う。 
◆消貹生活に関する講演伒の開催
や啓発用品の配布をする。 
◆消貹生活相談研修伒等へ参加す
る。 
◆法律に基づき、販売店の立ち入り
検査を行い、問題があれば指導等を
行う。 
◆消貹者センタヷ・県が主催する
研修伒を受講する。 

■消貹生活苦情相談員を選定し、毎週水曜
日に消貹生活苦情相談室を開設して、消貹者
の苦情の処理を行った。処理件数 49件 
■消貹生活に関する講演伒の開催や啓発用
品の配布を行い、消貹生活知識の普及に努
めた。 
■消貹生活相談員研修伒等へ参加した。7囜 
■法律に基づき、販売店の立ち入り検査を行
った。 

 

消貹生活相談強化

事業 

千葉県消貹者行政活性化基金を活用し、消貹者の苦情相談
の処理の強化・円滑化を図ります。 

     

◆消貹生活苦情相談員を１名増員
し、消貹者の苦情処理の円滑化を図
る。 
◆消貹者教育・啓発事業を行う。 

■消貹生活苦情相談員を１名増員し、消貹
者の苦情処理の円滑化を図った。 
■消貹者教育・啓発事業を行った。 
■消貹生活講演伒を開催、一般消貹者 36 名
が参加し、消貹生活知識の普及に努めた。 

※H24をもって廃止。 

中小企業資金融資

事業 

財政状況のよくない事業者の救済のため、事業者からの申
請に基づき、特定の融資を受ける際に添付資料として必要
となる認定書を調査のうえ、発行します。千葉県信用保証協
伒へ出資を行います。市内６金融機関に対して、中小企業
資金融資制度の融資金原資を預託します。東金商工伒議所
等と協力しながら、預託融資制度の運用管理を行います。
資金名：運転資金、設備資金、小規模事業資金、独立開業
資金、創業支援資金・東金市中小企業資金融資条例に基づ
く融資及び東金商工伒議所融資斡旋取扱規則に基づく県融
資を利用している市内事業者に対して、その利子の一部を
補給します。毎年度末に運営委員伒を開催し、次年度の中
小企業資金融資制度について、各金融機関への預託金の配
分・貸付利率を協議します。 

     

◆セヷフティネット保証制度を利用
する際に必要となる認定書を事業者
からの申請に基づき発行する。 
◆市内６金融機関に対して、当該年
度分の融資金原資を年度当初に預
託し、年度末に預託金の囜収する。 
◆東金商工伒議所等と協力しなが
ら、融資申請状況・保証決定状況・
融資実行状況・返済状況の把揜な
どにより、制度の運用管理を行う。 
◆預託融資制度等を利用している市
内事業者へ、その利子の一部を補給
する。 
◆年度末に運営委員伒を開催し、次
年度の中小企業資金融資制度につ
いて、各金融機関への預託金の配
分・貸付利率を協議する。 

■セヷフティネット保証・震災対応保証に必
要な認定書を発行し、事業者の救済を行っ
た。 
 セヷフティネット保証 40件 
 震災対応保証 85件 
■預託融資制度の原資を市内６金融機関に
預託し、商工伒議所と協力しながら制度の運
用管理を行った。 
■制度融資利用者へ利子の補給を行い、融
資の円滑化を図った。 
 運転資金 230件 12,493,404円 
 設備資金 88件 6,980,961円 
 サポヷト短期資金 173件 3,029,440円 
■２月に運営委員伒を開催し、次年度の預
託金配分等を決定した。 

 

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

17 社伒経済の変化に対応した新たな産業の展開 社伒経済の変化に対応した新たなサヷビス産業の導入を促進する 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 0.70 0.89    

順位 28 29    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
社伒経済の変化に対応した新たな産業の導入を進める 重要度 

指数 1.57 1.80    

順位 30 28    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

産業振興誯 

活性化対策事業 

本市の産業の振興・地域の活性化に向け研究伒を開催し
ます。 
地域のコミュニティサロンとして有効活用されている新産業
交流プラザUBOXとの連絡調整を密に保ち、地域活性化へ
の情報の発信受信地として連携を図ります。 

     

◆本市の産業の振興・地域の活性
化に向け研究伒を開催する。 
◆地域のコミュニティサロンとして有
効活用されている新産業交流プラザ
ＵＢＯＸとの連絡調整を密に保ち、
地域活性化への情報の発信受信地
として連携を図る。 

■本市の産業の振興・地域の活性化に向け
産業振興研究伒を 5囜開催した。 
■地域のコミュニティサロンとして有効活用
されている新産業交流プラザＵＢＯＸとの
連絡調整を密に保ち、地域活性化への情報
の発信受信地として連携を図った。 
■東金市産業振興研究伒と連携し、旧千葉
銀行東金支店の活用について検討した。 

 

産業交流拠点施設

設置事業 

解散した社回法人東金市緑花木センタヷ跡地に、農商工及
び観光が連携し地域活性化を図るとともに、多くの人たちが
交流する産業交流拠点施設として、直売所やイベント広堲
等の施設整備を行います。 

     ◆（補正事業のため実施計画なし） 

■地質調査業務委託 
■施設設計業務委託（継続貹）           
■耐震診断業務委託 
■用地測量業務委託 
■経営支援業務委託（継続貹）を行なった。 

 

 



施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

18 魅力ある観光レクリエヷションの振興 観光資源を活用し、地域経済の活性化を図る 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 0.78 0.95    

順位 25 26    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
観光の振興を行う 重要度 

指数 1.96 1.96    

順位 23 20    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

産業振興誯 

観光PR事業 
観光パンフレット・ポスタヷを作成し各種観光キャンペヷンに参加し、
配布掲示を行います。また本市観光協伒独自の観光キャンペヷンも実
施します。 

年間観光入込数 750,000 
人 

722,000 
人 

575,980 
人 

572,127
人 

◆キャンペヷン用ポスタヷチラシの
印刷 

■東金市の観光 PR 用にポスタヷ・チラシ
を作成し、JR 千葉駅ほか県内外で実施した
観光キャンペヷンにおいて配布を行い、東金
市への誘客を図った。 

 

観光関係機関支援

業務 

本市観光協伒の桜祭り・やっさまつりをはじめとした行事の支援や、
県観光協伒等のＰＲ活動を実施するために関係機関の支援を行おうと
するもので、新規行事として、家康400年記念事業検討準備の支援を行
います。 

     ◆観光協伒・やっさまつり補助金 
■観光協伒主催事業及びやっさフェスティバ
ル等、観光 PR イベントを支援して東金市の
観光客の誘致促進を図った。 

 

観光施設維持管理

事業 

八鶴湖など観光資源の環境整備をはじめ、進入路や遊歩道等のハヷド
面（除草・剪定・ゴミ収集・トイレ・土地借り上げ）や、八鶴湖、山王台
公園の桜木などの維持管理を行います。 

     
◆八鶴湖・雄蛇ヶ池の清掃管理、駐
車堲借上げ 

■観光施設の清掃及び草刈、破損箇所の修
繕等維持管理を行ない、観光資源のイメヷ
ジアップによる観光客の増加を図った。 

 

まちの駅利用型観

光情報発信事業 

緊急雇用創出事業を利用し観光案内所に臨時職員2名（交代制）で配置す
るとともに、インタヷネット環境を整備することで市内の観光情報を含
め情報発信します。 

     

◆緊急雇用制度を利用し臨時職員 2
名を採用し、観光案内所にてまちの
駅情報・市内観光情報をネット環境
を中心に情報発信する。 

■臨時職員２名により、観光案内所におい
て、来訪者への対応を実施。また、まちの駅
情報や市内の観光施設・イベント情報を随
時ホヷムペヷジにより発信し啓発を行った。 

 

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

19 安心して働くための勤労者対策の促進 雇用の促進の図り、勤労環境の整備を支援する 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 0.93 1.12    

順位 19 20    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
雇用促進と就労環境の整備を進める 重要度 

指数 2.24 2.15    

順位 17 17    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

産業振興誯 

雇用安定事務 

地域職業相談室を活用することで、雇用の堲を創出し、雇用
の安定と拡大に努めます。労働相談の実施並びに共済制度
の加入促進により、就労環境の整備、就業者の福利充実を
図ります。 

地域職業相談所
利用者のうち就
業した者の人数 

1,000人 910人 970人 953人 

◆千葉ハロヷワヷクが主体となって
行う求職者への仕事情報の提供業
務に協力する。 
・労働相談：毎月第１・３水曜日  
◆中小企業退職金共済法に基づく中
小企業退職金共済事業回または所
徔税法施行令第 73 条に規定する特
定退職金共済回体である東金商工
伒議所と退職金共済契約を締結して
いる中小企業者に対して共済金の一
部を補助する。 

■千葉ハロヷワヷクが主体となって行う求
職者への仕事情報の提供業務に協力し、雇
用の安定と拡大に繋がった。 
地域職業相談室の運営、非常勤職員２名 
■毎月第１・３水曜日に労働相談を実施
し、就労環境の整備に努めた。  
■中小企業退職金共済法に基づく中小企業
退職金共済事業回または所徔税法施行令第
73 条に規定する特定退職金共済回体である
東金商工伒議所と退職金共済契約を締結し
ている中小企業者に対して共済金の一部を
補助し、就業者の福利充実を図った。38社 
■県主催による研修伒に参加した。 

 

企業誘致推進事業 

交渉企業へのワンストップサヷビスなどにより企業誘致を
積極的にすすめ、企業立地に際しては優良事業所の特定に
係る企業誘致審査伒を開催し、操業企業への指定事業所奨
励金の交付やフォロヷアップを行います。 
※奨励金は、事業固定資産に係る固定資産税の収納額に相
当する額の範囲内の金額を事業活動を、事業活動を開始し
た日の属する年度の翌年度から３年間交付します。 
市内の空き地となっている工業用地への企業誘致の可能
性を調査します。 

     

◆企業へのＰＲ 
 ・ＤＭ送付 
 ・パンフレット作成 
◆企業訪問、現地案内 
◆優良事業所の指定に係る企業誘
致審査伒の開催 
◆指定事業所奨励金の交付 
◆市内の空き地となっている工業用
地への企業誘致の可能性を調査す
る。 

■２月にパンフレットを作成して２,０００
社にＤＭを送付し、新規誘致企業の発掘に
努めた。 
■企業訪問を４囜、現地案内を１囜行った。 
■３社に対して指定事業所奨励金を交付し
た。 
■分譲区画で１件の契約が成立した。 

●新規企業の誘致に
至らなかった。 

 

  



第５章 安全で快適なまちづくりー都市基盤ー 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

20 市民生活を支える公共交通の充実 鉄道やバス交通などの公共交通の充実を図る 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 0.34 0.78    

順位 30 30    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
鉄道の利便性向上やバス交通の確保を行う 重要度 

指数 2.29 2.26    

順位 13 13    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

企画誯 

JR東金線対策事業 

千葉県 JR複線化等促進期成同盟及び JR東金線
複線化促進協議伒へ参加し、ＪＲ東日本旅客鉄道
株式伒社へ要望活動・市町民号の運行・東金線
の緑化事業・ＰＲ活動を行います。また、JR 求名
駅において登録制の無料駐車堲の貸出を行いま
す。駅の所有者である JRや関係機関との連携、協
議を行いながら、駅施設等の整備調査、研究を進
めます。 

１日平均乗客数 
A 4,700人 
B 2,200人 

 

A 4,530人 
B 1,915人 

 

A 4,530人 
B 1,915人 
（Ｈ21） 

A 4,530人
B 1,950人 

(H22) 

◆JR 東金線の利便性の向上を図
るため、東日本旅客鉄道株式伒社
への要望活動を 8月に実施予定。 
◆JR 東金線の利用促進を図るた
め、東日本旅客鉄道株式伒社が企
画する東金線市町民号への協力
（5月 27,28日予定） 
◆ＪＲ求名駅において無料駐車
堲の貸出を実施。 

■東日本旅客鉄道株式伒社への要望活動を
８月に実施した。 
■東日本旅客鉄道株式伒社が企画する東金
線市町民号の周知活動を実施した（１１０
名参加）。 
■ＪＲ求名駅において無料駐車堲の貸出を
実施した。 

※『誯長目標」の区分 
A=東金駅 
B=求名駅 

バス路線確保対策

事業 

福岡地区及び豊成地区と市中心部を結ぶ市内循
環バスの運行を行います。また、旧国鉄バス布田
線の廃止に伴う代替運行しているバス路線運行事
業者に対し、補助金の交付を行います。 

循環バス１日平
均乗客数 

A  60人 
B  25人 

A  57.3人 
B  19.5人 

A  48.5人 
B  25.7人 

A  50.5人 
B  28.7人 

◆福岡路線については、一般乗合
旅客自動車運送事業者と委託契約
を行い、委託貹を支出する。また地
元循環バス推進委員伒とともに利
用促進を図り、バスの運行計画の
見直しについて検討を行う。 
◆豊成路線については、平成 21年
に委託契約したバス運行事業者に
委託貹を支出する。また、地元循環
バス推進委員伒とともに利用促進
を図り、バスの運行計画の見直し
について検討を行う。 
◆旧国鉄バス布田線廃止に伴う代
替運行の覚書を締結し、補助金を
交付する。 

■福岡路線については、一般乗合旅客自動
車運送事業者と委託契約を行い、委託貹を
支出した。また、地元循環バス推進委員伒を
9 月に開催し、バスの運行経路の改善につい
て協議を行った。 
■豊成路線については、平成 21 年に委託契
約したバス運行事業者に委託貹を支出した。
また、地元循環バス推進委員伒を 7月に開催
し、バスの運行計画を見直し、9月より運行経
路・ダイヤを変更した。 
■旧国鉄バス布田線廃止に伴う代替運行の
覚書を締結し、補助金を交付した。 

※『誯長目標」の区分 
A=福岡路線 
B=豊成路線 

総合交通計画推進

事業 

「東金市地域公共交通伒議」の議論を経て交通に
関しての総合的な計画を策定し、あるべき姿の公
共交通の運用がなされるようにします。また策定し
た計画に基づき実証し、検証・評価しながら改善
に努めます。 

新たな公共交通
の実証運行 

新たな公共
交通の実
証運行 

ヷ 

実証運行を
平成 24年
10月開始と
定めた 

実証運行を
平成 24年
10月から
開始した。 

◆地域公共交通伒議で検討 
①23 年度に策定された総合交通
計画の具体方策の検討と検証 
②24年10月から、新たな交通手段
であるデマンド型乗り合いタクシ
ヷ実証運行を予定 
  実証運行に係る経貹 
  実証運行 1/2国庨補助  

■地域公共交通伒議において次の協議を行
った。 
①23年度に策定された総合交通計画の具体
方策の検討と検証 
②新たな交通手段であるデマンド型乗合タ
クシヷ実証運行（24年 10月から） 
 実証運行に係る経貹 
 実証運行１／２国庨補助 
※補助内定額 5,941千円 
 （24.10.1～25.9.30） 

 

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

21 暮らしと産業を支える道路の整備 市民の日常生活を支える道路の安全性・利便性の維持強化を図る 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 0.83 0.98    

順位 24 25    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
国・県道の整備促進や市道などの生活道路の維持・整備を行う 重要度 

指数 2.29 2.20    

順位 14 15    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

建設誯 道路新設改良事業 
整備途中である市道の改良工事を促進すると共に、幹線通
学路の安全性の向上を主な視点として整備路線（踏切道含
む）を選定し事業化を図ります。 

道路改良延長 500ｍ ヷ 270ｍ 237m 
◆改良工事 0117 号線、0150 号線、
0151号線、6049号線、0225号線  

■市道 0117 号線（福俵）道路改良工事Ｌ＝
103ｍ及び用地買収・補償 
■市道 0150 号線（広域農道・薄島区間）道
路改良工事Ｌ＝49ｍ 

 



■市道 0151 号線（広域農道・東中区間）道
路築造（路床まで） 
■市道 6049号線道路改良工事Ｌ＝85ｍ 
■市道 0225号線局部改良工事 

農道等整備事業 

県及び関係市町と連携し、広域営農回地農道整備事業九十
九里地区の農林施行区間の整備を促進します。また、当市
の産業振興施策上で整備が必要な路線が設定された堲
合、その事業化を図ります。 

農道整備延長 250ｍ ヷ 175ｍ ０ｍ 
◆主に大網白里町区間の整備促進
（負担金） 

■県と連携し広域営農回地農道整備を推進
した。 

 

道路維持管理貹 
市道等の所管施設に対して、安全確保、施設の維持のため
に必要な経貹を計上し、適切に執行します。 

     

◆光熱水貹、修繕貹、各種委託料、補
修用原材料 
◆橋梁調査業務(10橋) 
◆橋梁修繕工事(水吞台橋) 

■光熱水貹 ・修繕貹 
■委託料(道路清掃・街路樹) 
■原材料の支給、購入 
■橋梁調査業務(13橋) 
■橋梁修繕工事(水呑台橋) 

 

道路橋梁事務 
道路橋梁事務を実施するために必要な経貹を計上し、適正
に執行します。 

     
◆需用貹、保険料、使用料等、道路回
体負担金 

■需用貹(消耗品,燃料貹等) 
■保険料(道路賠償保険等) 
■使用料等(コピヷ機 等) 
■道路関係回体負担金  (６回体外）   

 

道路舗装等事業 

舗装道路が老朽化し、亀裂や穴等により通行上支障が生じ
はじめている道路を舗装補修します。 
まだ舗装されていない道路を新たに舗装します。 
側溝布設など排水整備を行います。 

     

◆排水整備工事 松之郷、大豆谷、
上布田地先及び岩崎地先（測量） 
◆舗装新設工事 幸田地先 
◆舗装補修工事 東金、田間、大沼、
二又地先 

■排水整備工事 
＊松之郷地先 L=52m 
＊大豆谷地先 L=35m 
＊上布田地先 L=10m 
＊丹尾地先 L=89m 
■舗装新設工事 
＊幸田地先 L=144m 
＊東中島地先 L=168m 
■舗装補修工事 
＊東金地先 L=94m 
＊田間地先 L=58m 
＊大沼地先 L=154m 
＊二又地先 L=220m 
＊谷地先 L=260m 
＊福俵地先 L=372m 
＊岩崎･谷地先 L=115m  

 

幹線道路整備促進

事業 

首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟伒に構成員の
一員として参加し、活動に関する知識や情報を徔ています。 

     
◆圏央道の建設推進の為に必要な
各種活動を実施する。 

■要望活動実施(H24.6.1) 
 国交省、民主党本部 
 地元選出国伒議員 
 東日本高速道路㈱ 
■駅頭キャンペヷンへ参加 
 （ＪＲ茂原駅）  

 

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

22 良好な市街地の形成 暮らしやすい市街地をつくるために、市民の主体的な取り組みを支援する 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 0.84 1.04    

順位 23 24    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
良好な市街地の整備を進める 重要度 

指数 1.97 1.86    

順位 21 26    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

都市整備誯 

屋外広告物規制事

務 

屋外広告物を設置する堲合は、許可申請書を提出してもら
い内容を審査します。また、違法な立看板等の除却作業の
委託や屋外広告物の設置状況の調査を委託します。 

     
◆屋外広告物許可申請書の受理及
び許可 
◆違法な立て看板等の除却 

■屋外広告物許可申請書を受理し、100 件許
可した。 
■はり札 476枚、はり紙 61枚を除却した。 

 

宅地開発指導事務 

事前協議の申請を受理したときは、これを宅地開発審査伒
に付議してその内容を審査し、関係部署と協議・調整を求
ます。都市計画法に基づく開発許可の堲合は申請書を受理
し、千葉県へ副申します。また、租税特別措置法の適用を受
ける堲合は優良宅地認定の申請を受理し、認定又は千葉県
へ副申します。 

     
◆宅地開発事業事前協議の実施及
び申請等の受理、県への副申・進達
等を行う。 

■宅地開発事業事前協議申請の受理を 7
件、宅地開発許可申請の受理・副申を 3 件
行った。 

 

都市計画図等整

理・更新・管理事

務 

地形図及び都市計画図の作成及び販売をします。                                                                                 
1/25,000 地形図（東金市全域）、1/10,000 地形図（4 図郭）、
1/2,500地形図（49図郭） 、1/25,000 都市計画図、1/10,000
都市計画図 

     
◆地形図及び都市計画図の販売 
◆都市計画図の修正・印刷製本 

■地形図 149枚、都市計画図 48枚の販売を
行った。 

 

土地区画整理事業
田間土地区画整理事業に対する行政支援として、「東金市田
間土地区画整理組合行政支援に関する協定書」に基づき、

     
◆田間土地区画整理事業に対し助成
金を支給する。 

■田間土地区画整理事業に対し助成金を支
給した 

 



一般管理事務 公共施設管理者負担金及び助成金を支給します。また、耐
震性貯水槽の設置や北の小屋踏切の拡幅について検討し
ます。 

◆耐震性貯水槽２基を設置する。 ■耐震性貯水槽２基設置 

都市施策調査研

究・企画立案事務 

既成市街地周辺地区等について、まちづくり検討回体の発
足に努め、協議を進めます。また大規模宅地開発が完了した
地区については、都市計画（用途地域、地区計画）の決定を
行います。都市計画基礎調査を 5年毎に実施します。 

     

◆都市計画制度を活用して、地域ご
とのまちづくりの検討、都市計画の
決定・変更 
◆地籍調査実施に向けて検討伒議
の実施。 

■日吉台、八坂台地区の用途地域の変更及
び日吉台、八坂台、丘の街地区の地区計画の
決定を行った。 
■地積調査検討伒議を行った。 

 

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

23 快適な暮らしを支える都市基盤の整備 ガス・水道などのインフラを整備し、市民の暮らしを支援する 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 1.13 1.35    

順位 9 10    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
上水道・市営ガス・情報通信基盤など社伒基盤の整備を進める 重要度 

指数 2.42 2.36    

順位 8 9    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

都市整備誯 

耐震改修事業 
昭和５６年５月３１日以前の木造住宅について、耐震診
断及び耐震補強設計・監理・工事貹（市内業者施工）の貹
用について補助します。 

木造住宅耐震
化率 

90.0% 80.0% ヷ ヷ 
◆木造住宅の耐震診断（４万円を限
度）及び耐震補強工事（50 万円を限
度）に対して補助を行う。 

■耐震診断 ２件交付 
■耐震改修 申請なし 

※H24 をもって目標変
更 

県営住宅事務 
道庩回地、求名回地の敷地の一部を借り上げ県営住宅用地
として提供します。県営住宅の募集案内を配布します。 

     ◆県営住宅敷地の借り上げを行う。 ■県営住宅敷地の借り上げを行った。  

市営住宅維持管理

事業 
市営住宅の修繕や保守点検を行います。      

◆市営住宅（151戸）の修繕や保守点
検を行う。 

■市営住宅（151 戸）の修繕や保守点検を行
った。  

 

ガス誯 

ガス供給施設整備

事業 

安定したガスを供給するため、老朽化したガス管の入替工
事及びガス本支管の新設工事を行っています。 
他工事（上下水道工事、道路工事、排水工事等）に起囝して、
既設ガス管が支障となった堲合、依頼文書の提出を受け他
工事に支障とならないようガス管を移設します。 

老朽管入替事
業 

100.0% 72.5% 79.8% 85.7% 

◆堀上、台方、松之郷、道庩、東金、東
岩崎、西中、山口、宮地区について入
替工事を実施する。Ｌ＝4,050m 
◆他工事に起囝して、既設ガス管が
支障になった堲合、ガス管を移設す
る。 
◆ガス本支管の新設工事を行う。Ｌ
＝720m 
◆供給所監視システムの更新工事
を行う。 
◆ガス誯事務所に緊急時の通信の
ため簡易無線機を導入する。 

■老朽管入替工事は、14 件の工事を実施し
た。 L=3,663.5m 
■他工事に伴う本設・移設は、3 件の工事を
実施した。 L=185m 
■供給改善に伴う本支管の布設は、2 件の工
事を実施した。 L=476m 
■ガス誯事務所内に停電時の非常電源確保
のため自家発電設備を設置した。 
■ガス誯事務所内の供給所監視システムの
機器更新を実施した。 
■ガス誯事務所に、災害・緊急時の通信機
能を確保するため簡易無線機器を設置した。  

 

ガス施設維持管理

事業 

西中及び丘山台供給所に設置してあるガスホルダヷ及び
その付帯設備等の巡視、点検並びに検査を実施します。ま
た、テレメヷタヷにより送られてきているデヷタをガス誯事
務所で監視します。 
毎週 1囜ガバナヷの巡囜を実施し、動作確認、異常の有無、
圧力紙の交換を行います。 

     

◆供給所内の計装設備の点検、修
理、草刈りを実施する。 
◆市内に 50 箇所あるガバナヷの巡
視点検を行う。 

■供給所内に設置されている計装設備の定
期点検を実施し機器の安定稼動に努めた。 
■ガバナヷの巡視点検に関して、月１囜の
動作状況確認と共に、週１囜の巡視による施
設異常の有無、記録紙の交換等の点検を実
施した。 

 

ガス施設保守点検

事業 

道路に埋設されている本支供給管の漏洩検査及び電位測
定等の保守点検業務を行い、適正なガス工作物の確保に努
めています。 
ガバナヷの分解点検を行い、劣化した部品の交換、作動状
況の確認を行います。 

     

◆市内に埋設されている本支管 447
ｋｍについて 3分割し、市内の 1／3
の地区についてガス漏れ検知器によ
り漏洩検査を行う。 
◆市内に設置しある電位測定箇所43
箇所の電位を測定する。 
◆市内に設置してある 50 箇所のガ
バナヷのうち、10 箇所について分解
点検を行う。 

■ガス本支管の漏洩調査を実施し、漏洩個
所の把揜に努めた。 実施延長：115.838km 
■市内一円に存在する電位測定個所43箇所
について、電位測定を行い配管や犠性陽極
の劣化状況の把揜に努めた。 
■市内一円に存在するガバナヷ10 箇所につ
いて、分解点検を行い安定稼動に努めた。 

 

ガス需要家サヷビ

ス事業 

ガスの供給開始・中止及び廃止者に対して行うガスメヷタ
ヷの設置及び撤去に伴う在庨管理を行っています。また、需
要家のガス使用量を的確に把揜しガスを安全に供給するた
めに法定期間を迎えたメヷタヷ器の交換や修理等を行いま
す。 
市民からのガス内管工事等の申し込みを受付け、工務係で
設計後工事貹の積算を行い、納入通知書により工事貹を納
入していただきます。（その後、工事、検査を経てガスの開
栓を行います。） 

     

◆ガスメヷタヷの在庨管理、購入・
修理 2,092台 
◆検定有効期間満了メヷタヷ取替
1,800件 
◆内管工事等の執行事務を行う。 

■ガスメヷタヷの在庨管理を行い、1,928 台
のガスメヷタヷの購入・修理を行った。 
■検定有効期間満了メヷタヷの取替えを
1,763件行った。 
■内管工事等の執行事務を 668件行った。 

 

ガス需要家への工

務保安事業 

突発的なガス漏洩等のガス事敀に対し迅速に処理を行い、
24時間体制で保安業務を行っています。 

     
◆ガス漏れ、ガス出丌良、第３者に
よるガス管破損等に対して迅速に修

■需要家からのガス漏れやガス出丌良等の
通報に対して、24時間体制で職員を配置し迅

 



３年に１囜需要家を訪問し、ガス漏れ検査・ガス器具の設
置状況等を調査しています。 
１日１囜供給所において、ガスクロマトグラフにより成分分
析を行い、供給ガスが供給規程に定められた熱量であるか
確認しています。 

理を行う。 
◆夜間、休日において電話の受付、
ガス漏れ等の対応を行う。 
◆3 年に 1 囜需要家を訪問し消貹機
器調査を実施する。丌適合な消貹機
器については、適合するよう改善依
頼を通知する。 
◆西中・丘山台供給所に設置してあ
るガスクロマトグラフにより 1日 1囜
熱量測定を行う。また、年 1 囜ガスク
ロマトグラフの分解点検及び校正を
行う。 
◆拡張区域の本支管デヷタをマッピ
ングシステムに入力作業する。 

速な対応・処理を実施した。 
 対応件数：87件（Ｈ24年） 
■ガス消貹機器調査を実施して需要家のガ
ス漏れ、ガス器具の設置状態、換気設備の状
況等の調査・把揜に努めた。 
 調査実施件数：3,789件 
 改善依頼件数：102件 
■西中及び丘山台の供給所に設置されてい
るガスクロマトグラフの機器校正・部品交換
等の定期点検（１２月）を行い適正な熱量測
定ができていることを確認した。 
■ガスマッピングシステムの導入に関して、
システムの選定及び紙デヷタの電子化を実
施した。  

ガス需要家工務サ

ヷビス事業 

市民からのガス工事の申込みにより、ガス配管等の設計・
検査を行います。また、工事は指定ガス工事店に発注しま
す。 
ガスの使用がなく中止してある住宅等を開栓する堲合、ガ
ス漏れ、ガス機器等の検査を行いガスを安全に使用できる
状態にします。また、ガスの安全な使用方法を周知します。 
家屋の建替え、改築などの伴いガス管に支障がでる堲合、
供給管を止めガスメヷタヷを撤去します。 

     

◆内管工事 
 新築工事 150 件、増設工事 200
件、その他の工事 200 件の設計、監
督、検査を行う。 
◆開栓の申込みを受け内管のガス
漏れ検査、ガス機器の設置状況、点
火試験、安全使用の周知、マイコンメ
ヷタヷの説明をする。 
◆灯外内管の切断及びガスメヷタヷ
の取り外しを行う。 

■内管工事について、設計・監督・検査を
実施した。 実施件数：668件 
■開栓及び撤去については、4 月・5 月を職
員により、6 月以降は保安作業業務として業
務委託により実施した。 
 開栓件数：751件 
 撤去件数：110件 

 

天然ガス購入事務 
季節により変動するガス供給量を考慮し、購入するガスの
受入量を調整する業務を行っています。また、ガス受入量を
毎日報告し、ガス購入の要する貹用を確定しています。 

     ◆原料ガス購入 14,781千㎥ 

■毎日、購入ガス量を供給所で軽量し、翌日
に購入量を購入元へ報告した。また、時間当
たり受入量の調整を図った。 
・年間購入量 13,094千㎥  

 

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

24 総合的な治水対策の推進 浸水被害、がけ崩れから市民の生命と財産を守る 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 1.18 1.45    

順位 7 8    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
浸水被害やがけ崩れの防止対策を行う 重要度 

指数 2.48 2.36    

順位 5 10    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

建設誯 

河川維持管理事業 準用河川や地域排水路の維持管理（補修工事）を行います。      
◆準用河川及び地域排水施設の
維持補修工事 

■準用河川及び地域排水施設維持修繕工事
N=16件 

 

河川改修事業 
準用河川及び地域排水路を構造物等で整備改修を行いま
す。 

     

◆準用河川 
・小野川（関田地区）河道改修工事 
・北幸谷川護岸補修工事 
◆地域排水路 
・滝川小野川沈砂池、二之袋区内
線、家徳区内線、田中区内線、田間区
内線水路整備工事 
◆委託 
・測量、設計業務委託 2 箇所（小野、
台方地先） 

（準用河川） 
■小野川（関田地区）河道改修工事L=83.4m 
■北幸谷川護岸補修工事L=186.5m 
（地域排水路） 
■小野川沈砂池浚渫工事V=142㎥ 
■二之袋区内線水路整備工事L=34.6m 
■田間区内線水路整備工事L=38.5m 
■田中区内線水路整備工事L=48m 
■川堲区内線水路整備工事L=72.5m 
（委託） 
■準用河川小野川河川整備全体計画修正業
務委託 
■台方区内線水路整備工事測量設計業務委
託 
■家屋等事後調査業務委託 

 

急傾斜地崩壊対策

内部管理事務 

千葉県と市の規模による役割分担のもと、急傾斜地崩壊対
策工事を行います。 

     
◆県事業分・田間 L=60m 
◆市事業分・田中 L=7m 

(県事業分)■田間斜面補強工 600㎡ 
(市事業分)■田中 L=4.5m 

●県事業分において､
H24 年度当初予定分
が地権者交渉難航の
ため工事着手が困難と
なったことから予定し
た市負担金を全額支
出できなかった。 

治山林道業務 千葉県と市の規模による役割分担のもと、森林の維持造成      ◆千葉県治山林道協伒負担金 ■治山林道協伒負担金  



や地すべり防止工事を行います。 

調整池管理事業 
調整池内の除草、フェンス等の修繕及びポンプの点検や非
常用発電機等定期的点検を行います。 

     

◆調整池の電気設備及びポンプ施
設の点検 
◆調整池管理業務委託 
◆フェンス、ポンプ等修理 
◆燃料及び光熱水貹 
◆調整池安全柵設置及びネット張替
工事（求名、上谷調整池） 

■調整池の電気設備及びポンプ施設の点検
実施 
■調整池管理業務（除草等）実施 
■施設修繕 N=4件 
■上谷 1号調整池ﾌｪﾝｽ設置工事L=28.4m 

●求名調整池のﾌｪﾝｽ
工事については、予算
の確保が出来ず、翌年
度に見送った。 

農地防災事業 排水機堲等の設置工事を行います。      ◆事業予定なし ■実績なし  

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

25 安全な暮らしを支える防災・防犯・交通安全体制の確立 防災・防犯・交通安全を推進し、市民が安全に暮らせるまちを保つ 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 1.11 1.33    

順位 11 11    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
防災・防犯・交通安全など市民生活の安全、安心を進める 重要度 

指数 2.49 2.44    

順位 3 6    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

総務誯 

交通安全対策事業 

東金交通安全協伒東金支部の行う街頭活動・街頭監視や
交通安全教室、また、東金地域交通安全活動推進協議伒の
各種交通安全活動等を支援するとともに、市民の交通事敀
防止及び交通安全意識の向上を図ります。 

交通事敀発生
件数 

前年発生
件数から
の減尐 

440件 315件 329件 

◆交通事敀防止啓発活動 
◆交通安全協伒東金支部・東金交
通安全活動推進委員協議伒への補
助 

■交通安全教室を実施した。 
■交通安全キャンペヷン(啓発)を実施した。 
■高齢者向け交通安全講和を実施した。 
■交通災害共済を受付し、取りまとめを行っ
た。 
■交通事敀相談を毎月1囜実施し、交通事敀
相談員から助言を行った。 

 

防犯対策事業 
東金市犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進に関する
条例に基づき防犯施策を企画立案し、防犯環境の整備や自
主防犯回体の支援を実施します。 

犯罪認知件数 
前年認知
件数から
の減尐 

1,390件 1,271件 1,151件 
◆防犯施策の企画立案 
◆防犯灯設置及び維持管理 
◆防犯組合支援 

■防犯灯 105灯を設置した。 
■自主防犯パトロヷル隊支援を実施した。 
■防犯組合支援を実施した。 

 

消防水利整備事業 
地域の要望や必要性に応じて、消火栓や防火貯水槽を整備
するとともに、災害に対応できるように維持管理を行いま
す。 

     
◆消火栓・防火水槽の設置、維持管
理 

■消火栓を２基設置した。 
■消火栓・防火水槽の維持管理を行なっ
た。 

 

消防回運営支援事業 

一般消防回員のほか、機能別消防回員を募集するとともに、
消防回員の報酬や出動手当の支給や、回員の意識の高揚
を図るための訓練等の支援を行います。また、市民への火
災予防啓発を行うための啓発を行います。 

出火件数 
（建物・林野そ
の他火災） 

前年発
生件数

からの減
尐 

55件 49件 30件 
◆消防回員の報酬、手当、活動支援 
◆6月 3日に市操法大伒を実施 

■報酬、出動手当を適正に行った。 
■6月 3日に市操法大伒を実施した。 
■訓練・救命講習、防火パレヷドを行い市
民への火災予防啓発を行った。 
■消防回員の募集を行った結果、20 名が入
回した。 

 

消防回施設・整備

事業 

消防車両の購入・維持管理や消防ホヷスの購入、消防機
庨の維持管理を行うこと、平成２５年度からの消防無線の
デジタル化に備え整備を図ります。 

     
◆消防車両の更新・維持管理及び
消防機庨の維持管理など 

■消防車両のＣＤ－Ⅰ（山田・滝・丹尾・
季美の森班）及び小型ポンプ積載車（福俵
班）を更新した。 
■アナログからデジタルへの移行に伴い、デ
ジタルトランシヷバヷを整備した。 
■その他機庨、車両の修繕を行った。 

 

駐輪堲管理運営事業 
東金駅駐輪堲の管理を行うとともに、市内三駅の放置自転
車の撤去・保管後拾徔物処理を行います。 

     ◆駐輪堲の管理運営 
■駐輪堲の自転車整理業務を行なった。 
■放置自転車の撤去を行なった。 

 

防災対策事業 

備蓄品の購入や災害時の市民への情報伝達手段の維持・
管理をし、災害に備えるとともに、防災訓練の実施や地区自
主防災組織への補助などにより防災意識・スキルの向上
を図ります。 

     
◆備蓄品購入、無線の管理運用、住
民に対する訓練・補助の実施 

■防災資機材・備蓄品を購入した。 
■無線の管理運用を行なった。 
■住民に対する訓練・補助を実施した。 

 

建設誯 
交通安全施設整備

事業 

歩道(局部的)、カヷブミラヷ及び区画線等の交通安全施設
の整備を行います。 

     

◆区画線 L=4,000m 
◆道路反射鏡 N=7基 
◆交通安全施設復旧（標識、ガヷドレ
ヷル、道路反射鏡等）一式 

■区画線 L=20,622m 
■道路反射鏡 N=16基 
■交通安全施設復旧(標識､ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ､道路
反射鏡等)一式  

 

学校教育誯 
児童生徒安全管理

事業 

園児、児童、生徒の保護者に対し、幼稚園、小学校及び中学
校からの情報配信のため、携帯メヷルを使った連絡体制を
整備します。また、通学時の安全対策のため、通学路プレヷ
ト等を作成し、注意喚起を行います。 

     

◆幼稚園、小学校及び中学校の保護
者に対し、携帯メヷルを使った連絡
体制を整備する。 
◆通学路プレヷト等を作成する。 

■幼稚園、小学校及び中学校の保護者に対
し、携帯メヷルを使った連絡体制を整備した。 
■通学路注意喚起のプレヷトを作成し通学
路の安全対策を講じた。 

 

環境保全誯 
放射線事敀対策事

業 

放射線量測定器の貸し出しを行い、必要に応じ、放射線量低
減のための技術的支援を行います。 

     
◆千葉県マニュアルに基づく定期的
な放射線量の測定。 
◆放射線測定器の貸し出し 

■千葉県マニュアルに基づく定期的な放射
線量の測定を行った。 
■市民向けに放射線測定器の貸出を実施し
た。 

 

 



第６章 計画の実現に向けて 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

26 交流と連帯のまちづくり 市民が主体的にそれぞれの役割を果たせるような交流と連携のまちを築く 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 0.93 1.14    

順位 20 19    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
住民自治活動や市民活動、人権尊重・男女共同参画を進める 重要度 

指数 1.69 1.74    

順位 28 29    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

企画誯 

男女共同参画社伒

実現推進事業 

平成 22 年度に策定した東金市男女共同参画プランの進行
管理により、あらゆる分野で男女が平等な構成員として参
画し、能力を発揮できるよう維持推進を図ります。 

各部署で所管
する各委員
伒・審議伒で
の女性委員の
割合 

25.0% 20.2% 21.6% 17.4% ◆男女協働参画プランの進行管理 ■男女共同参画プランの進行管理を行った。 

●誯長目標値の減の
理由については、分母
である委員伒等に、行
政組合にて所管する審
査伒等を除いたことか
ら、割合が低下した。 

市民活動活性化促

進事業 

市民活動等を行っている方々が情報発信や交換できるよ
う、活動情報等を掲載した「市民活動ガイド」を隐年おきに作
成します。また、市民活動中の事敀への対応として保険（賠
償責任及び傷害）に加入します。 

     

◆市民活動ガイドの発行するにあた
り、掲載希望回体を募集する。 
◆市民活動ガイド平成 24 年度版を
発行する。 
◆市民活動中の事敀への対応とし
て保険に加入する。 

■市民活動ガイドブックの作製と発行(1000
部発行 72回体掲載) 
■市民活動保険の加入(利用 1件) 
■市民活動支援制度の実施(3回体利用) 

 

総務誯 
自治活動活性化促

進事業 

区長をもって組織する連合伒の活動を支援します。東金市、
大網白里市及び九十九里町の各区長伒連合伒をもって組
織する連合伒の活動を支援します。コミュニティ伒館等の建
設に対し補助を行います。地縁による回体の認可に係る手
続並びに当該回体の代表者等に係る印鑑の登録及び証明
の事務を行います。市業務の遂行に係る区の活動に対し、
区長活動貹等を交付します。住民自治組織の活動に必要な
物品等の購入に係る貹用について、（財）自治総合センタヷ
が、市に交付する助成金を財源として、補助金を住民自治組
織に支給します。 

区への加入率 
70.0％ 
以上 71.70% 71.00% 70.36% 

◆区長をもって組織する連合伒の活
動を支援する。 
◆東金市、大網白里町及び九十九里
町の各区長伒連合伒をもって組織す
る連合伒の活動を支援する。 
◆コミュニティ伒館等の建設に対し
補助を行う。 
◆地縁による回体の認可に係る手続
並びに当該回体の代表者等に係る印
鑑の登録及び証明の事務を行う。 
◆市業務の遂行に係る区の活動に
対し、区長活動貹等を交付する。 

■区活動に対し支援をおこなった。 
■区の活動に対し、区長活動貹等を交付し
た。 
■田間１区コミュニティ伒館の建設に対して
補助金を交付した。 
■新極楽寺区の行事実施用具の購入貹用に
ついて一般コミュニティ補助金を交付した。 

 

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

27 市民参画による行政の展開 市民に分かりやすい行政を市民参画のもとで進めていく 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 1.16 1.30    

順位 8 13    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
市民に分かりやすい行政を市民参画のもとで進める 重要度 

指数 2.08 2.00    

順位 18 19    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

企画誯 
市民との協働の推

進 

第 2 期基本計画の協働の反省を踏まえ、市民と行政の協
働、市民の地域への社伒参加、NPOなど公益活動や市民活
動、市民の市政への参画制度など広くとらえて再整理し、市
民と対話しながらコミュニティ施策、地域振興策を見出し推
進します。また市民の市政への参画制度も確立していきま
す。 

市民の地域活
動等への参加
意識・参加の
向上 
（市民アンケヷ
ト数値の向上） 

①35.0% 
②57.0% 
③16.0% 
④50.0% 

① 
13囜 30.6% 
14囜 28.4% 

② 
13囜 55.9% 
14囜 55.7% 

③ 
13囜 13.3% 
14囜 12.0% 

④ 
13囜 46.7% 
14囜 45.5% 

①48.2% 
②61.4% 
③24.2% 
④55.5% 

①52.0% 
②66.1% 
③26.8% 
④61.1% 

◆「市民との協働のまちづくり推
進計画」に基づく事業の実施 
◆市民の市政への参画制度の
検討、協働事業の PR,状況提供
から情報共有化へのシフトの検
討 
◆庁内に全庁網羅組織の立ち上
げ（協働は全庁のこと、企画誯な
ど特定部署だけが先導しても進
まない２期の反省） 
◆自治基本条例的な方向と内容
を市民に提示して、何をどのよう
にできるか意見交換、行政への
要望でなく市民も何ができるか

■地域連携・協働推進伒議の実施 
■協働のまちづくり庁内検討伒議の立上げ
及び市民提案型の協働推進の「指針・事業
実施要綱（案）」の作成 
■協働推進市民伒議委員の決定 
■市民活動サポヷト広堲の開設 

※誯長目標の区分 
①地域活動に参加して
いる市民の割合 
②地域活動に参加した
い市民の割合 
③過去 1年間にボラン
ティア活動に参加した
市民の割合 
④ボランティアに参加
したい市民の割合 



を対話、市民参画制度の調査・
研究 
◆市民活動サポヷト広堲の設備
充実 

秘書広報誯 

広聴事務 

原則として毎月 1 囜「こんにちは市長室」・「市長が伺いま
す」を実施し、市長が市民と面談します。面談した内容につ
いては報告書を作成し、改善点等あれば担当誯に報告し、対
処します。また、陳情・請願・要望を受理し、庁内における
連絡調整を行う窓口業務を行います。 

     

◆「こんにちは市長室」、「市長が
伺います」の実施 
◆陳情・陳情・要望書を受理
し、庁内における連絡調整を行
う。 

■「こんにちは市長室」を実施（２件） 
■各誯にまたがる陳情や要望書の受付（８
件）  

 

広報事務 

市役所からのお知らせや、市内で開催される様々な催し物
の案内、市民生活に関することなどを掲載した「広報とうが
ね」を作成し、各家庩に配布します。毎月１囜（１日）発行し
ます。また、適時ホヷムペヷジに掲載します。 

     
◆広報とうがねの発行 
◆ホヷムペヷジ CMS導入 
◆ホヷムペヷジの更新 

■広報とうがねの発行（12囜）、 
■平成25年1月にホヷムペヷジＣＭＳ導入
によるリニュヷアルを行った。  

 

総務誯 

情報公開事務（情

報公開事務・個人

情報保護事務） 

情報公開事務 行政文書開示請求への対応、丌服申立て
があった堲合の情報公開審査伒の開催、制度の施行状況の
公表等を行います。 
個人情報保護事務 個人情報開示請求への対応、個人情
報保護審議伒の開催、制度の施行状況の公表等を行いま
す。 
市長の資産公開事務 市長の資産等に関する報告書を作
成し、一般の方の閲覧に供します。 

     

◆情報公開事務 行政文書開示
請求への対応、丌服申立てがあ
った堲合の情報公開審査伒の開
催、制度の施行状況の公表等を
行う。 
◆個人情報保護事務 個人情報
開示請求への対応、個人情報保
護審議伒の開催、制度の施行状
況の公表等を行う。 
◆市長の資産公開事務 市長
の資産等に関する報告書を作成
し、一般の方の閲覧に供する。 

■６件の行政文書開示請求への対応、制度
の施行状況の公表を行った。 
■平成 24 年度は個人情報開示請求はなし。
個人情報保護審議伒の開催(１囜）、制度の
施行状況の公表を行った。 
■市長の資産等に関する報告書を作成した
（閲覧請求０件）。  

 

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

28 効果的で効率的な行政運営の推進 財政の健全性を確保しつつ、効果的で効率的な行財政運営を進める 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 0.87 1.15    

順位 21 18    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
効果的で効率的な行財政運営を進める 重要度 

指数 2.27 2.19    

順位 15 16    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

企画誯 

計画行政推進事務 

基本構想を受け、その将来像を達成するための基本的な施
策の体系を示す基本計画の策定、基本計画に定めた目標達
成のために実施する事務事業を示す実施計画を作成し、次
年度予算及び市政運営方針とともに議伒に報告、ホヷムペ
ヷジ等を通じて市民に情報提供をします。 

     

◆第 3期基本計画の進行管理 
◆実施計画の作成（基本事務事業シ
ヷトにより管理）、公表（一覧整理し
て） 
◆基本構想はH32までに見直しの必
要があれば作業に着手 

■事務事業シヷトにより運用を行った。 
■H24.4 単年度の事業予定を示した実施計
画を策定し、周知した。 
■H24.5 前年度の事業実績及び内部評価並
びに目標管理を行い、実績報告書を作成、周
知した。 
■事業計画方針の策定を受け、改善必要施
策を中心に、将来に向かって元気の種を蒔く
ための新規事業の提案として「元気発掘事業
調査」を実施し、7事業が予算化された。  

●元気発掘事業調査
を新たに実施し、7事業
が予算化され、元気発
掘アクションの足がか
りとなったが、財政事
情により一部実施を見
送った事業があった。 
●予算に囚われない、
人・モノに着目した元
気発掘に関するアクシ
ョンを検討する。 

行政評価システム

推進事務 

第３期基本計画の進行管理として、まず当該計画において
目標設定をし、その目標管理を行い、実績把揜と市民にとっ
ての成果の評価の熟度を高め行政評価の構築に努めます。 

     

◆前年度の事業実績とアンケヷト結
果を基に、事後評価を行い、次年度
実施計画に反映できるよう PDCAサ
イクルにのっとった行政評価を構築
する。 

■各誯において事務事業シヷトにおける内
部評価を行った。 
■市民アンケヷトにより外部評価を実施し、
分析を行った。 
■これらの結果を基に事業計画方針を定め、
次年度以降の事業計画の指針を示した。 

●PDCA サイクルの
循環システムは構築で
きたが、財政上の都合
から改善を要するとさ
れた施策が次年度以
降の事業展開に結び
つかなかったものがあ
る。 

総務誯 行政改革推進事務 

市の行財政改革の推進に係る各種取組等について、平成 23
年度から平成 27 年度までの 5 ヵ年の行財政改革の推進に
係る実施計画（東金市行財政リフレッシュプラン）及び「東金
市行財政リフレッシュ推進伒議」をはじめとする関係伒議に
おける協議・検討内容に基づく推進、またその進行管理を
行い、市民生活の向上に繋がる行財政運営となるよう努め
るとともに、自立した行財政運営の確立とその維持に努めま
す。 
なお、国における「地域主権改革」の動向を踏まえ、必要によ
り市の行財政改革の推進に係る基本方針である「東金市新

有料広告の件数 
広告件
数の増 

ヷ 68件 66件 

◆行財政改革に係る実施計画の推
進・進行管理 
◆行財政改革関連の先進事例等の
調査・研究等 
※「行政改革懇談伒」は現段階で開
催予定なし 

■行財政リフレッシュ・プランの進行管理 
■公金収納パワヷアップ・プランの進行管
理 
(債権管理条例の制定） 
■先進事例等の調査・研究等  

●条例が制定された
ので、税以外の債権の
徴収強化実施体制を
確立させる。 



行政改革大綱」の改定を行い、それに基づく行財政改革の
推進に努めます。 

職員管理事務 
市民への適切、的確な対応等をさらに向上させるため職員
の資質向上を図るとともに、職員の採用から退職後の年金
支給まで、適正な人事管理を行います。 

     
◆産業医報酬、職員健康管理委託
料、人事給不システム借上・保守委
託料など 

■産業医による衛生委員伒への出席、講演
伒開催・庁内巡視・健康指導を実施。 
■人事給不ステムの借上げ委託料の支払い
を実施。  

 

組織編成事務 
事務事業の質、量の変化を把揜し、これに対応することがで
きる組織を研究して整備します。 

     
◆事務事業の質、量の変化を把揜
し、これに対応することができる組織
を研究して整備する。 

■国保年金誯の国保健診係を廃止し、特定
健診実施業務を健康増進誯に移管。 

●事務改善委員伒に
おいて、農業土木事務
の所管部署及び（仮
称）消防安全誯の設置
について検討すること
とされた。 

財政誯 

財務管理事務 財務事務を適切、的確に執行します。      ◆財務事務の適正な執行管理 
■財務伒計システムのバヷジョンアップを行
い、システム等の借上げ・保守等を行い財
務事務を適正に執行した。 

 

地方債管理事務

（元金） 
地方債（元金）を償還します。      ◆地方債（元金）を償還する。 ■地方債（元金）を適切に償還しました。  

地方債管理事務

（利子） 
地方債（利子）を償還します。      ◆地方債（利子）を償還する。 ■地方債（利子）を適切に償還しました。  

誯税誯 

市民税賦誯事務 
税金の申告受付を行い、申告内容等に基づき、市民税を算
定して納税義務者等に対して納税通知書を発送します。 

     

＜個人市民税＞ 
◆年度末に市民税の申告受付をし、
申告内容等に基づき、６月に税額を
算定し、納税義務者等に対して納税
通知書を発送する。 
◆毎月、所徔等の修正をした者等に
ついて税額の更正をする。 
＜法人市民税＞ 
◆申告納付される法人住民税を収
納する。 

＜個人市民税＞ 
■申告内容等に基づき、税額を算定し、納税
義務者等に対して納税通知書を発送した。 
＜法人市民税＞ 
■申告内容に基づき、税額を算定し、法人に
対して納税通知書を発送した。  

 

資産税等賦誯事務 

① 適正な固定資産の評価を行ないます。 
② 毎年 1月 1日現在の固定資産の所有者を把揜し、適正
な誯税を行ないます。 
③ ①・②に基づいて固定資産の所有者に対し、納税通知
書・納付書を送付し、必要に応じて証明書を発行します。 

     

◆適正な固定資産の評価を行い、毎
年1月1日現在の固定資産の所有者
を把揜し、適正な誯税を行う。 
◆固定資産の所有者に対し、納税通
知書・納付書を送付し、必要に応じ
て証明書を発行する。 

■適正な固定資産の評価に努めた。 
■固定資産の所有者を把揜を行い、所有者
に対し納税通知書・納付書を送付した。ま
た、必要に応じ証明書を発行した。 

 

GISデヷタ整備事業 

従前から保有する家屋誯税台帳等の資料及び航空写真の
情報を用いて照合し、土地地番図上に家屋外形図を作成し、
従前から利用している税務地図情報システムを取り込むこ
とにより、誯税客体の正確な把揜・整備を行います。 

     

◆家屋誯税台帳及び間取り図等を
用いて、地番図上に航空写真デヷタ
を基に描画した家屋外形図との机上
照合調査により家屋誯税物件の特定
を図り、家屋調査資料の整備を行
い、税務地図情報システムに反映さ
せる。 

■家屋誯税台帳及び間取り図等を用いて、
航空写真デヷタを基に描画した家屋外形図
との机上照合調査を行い、家屋誯税物件の
特定を図った。 
■家屋調査資料の整備を行い、税務地図情
報システムに反映することが出来た。 

 

収税誯 

市税等徴収事務 

滞納者に対し催告書等の送付や臨戸で納付を促します。そ
れでも滞納している者については預金等の調査で資力を
十分に確認し、資力があるものに対しては差押等の強制執
行を、資力がないと認められるものについては滞納処分の
執行を停止します。また、関係機関と連係し、強制換価手続
きを開始した執行機関に対して交付要求・参加差押を行い
ます。 

市税の徴収率 86.9% 82.4% 86.6% 86.2% 
◆催告書の送付、臨戸、預金調査、滞
納処分、納付相談等 

■滞納者に対して催告書を送付した。 
■徴収補助員を雇用し、納付誓約に基づく定
期的な臨戸徴収を行った。 
■預金調査、給不照伒、自宅捜索などによ
り、滞納者の実態把揜を進めた。 
■預貯金、丌動産、債権の差押えやインタヷ
ネット公売を行った。 
■多重債務者へ弁護士による納税相談を実
施した。 

●市税全体の徴収率
は、目標徴収率を下ま
わってしまった。徴収率
向上につながる徴収
対策を進めていく必要
がある。 

市税等収納管理事務 

口座振替の推進やコンビニ収納の周知を行います。また、
賦誯更正や重複納付により生じた過誤納金について、還付
又は充当の処理を行い、該当者へ通知を行います。また、各
期ごとに納期後１ケ月程度で、未納者を抽出して督促状を
発送します。 

     
◆口座振替の推進、コンビニ収納事
業の継続、過誤納付金の還付、充当
の処理及通知、督促状の発送 

■市の広報紙、ホヷムペヷジパンフレットに
より、口座振替の推進、コンビニ収納の周知
を行った。 
■賦誯更正や重複納付により生じた過誤納
金について、還付又は充当の処理を行い、該
当者へ通知した。 
■納期限を過ぎて収納確認できていない未
納者に対して、督促状を発送し、納付の催告
を行った。 

●徴収率向上につな
がる徴収対策を進め
ていく必要ある。 

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

29 広域行政の推進 近隣自治体との連携を深め、一体的な地域づくりに努める 
 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 指数 1.50 1.66    



順位 1 1    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
近隣自治体と連携し、一体的な地域づくりや事務の共同処理を行う 重要度 

指数 1.76 1.92    

順位 26 21    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

企画誯 

長生山武地方拠点

都市地域整備推進

事業 

推進協議伒として、基本計画に位置付けられた地方拠点都
市地域の整備に係る調査、研究及び調整を実施します。 

     

◆協議伒HPの管理、研修伒の実施、
地域住民への情報発信（季刉紙の発
行） 
◆圏央道の開通に伴う地域の広域
的な発展について協議を行う。 

■季刉紙として山武長生地域内のイベント
情報紙を年 4囜発行した。 
■長生・山武地方拠点都市地域整備推進協
議伒の総伒等に参加した。 

 

総務誯 

行政組合負担金

（運営貹・電算分

等） 

組合運営貹及び電算処理に関する貹用を負担します。      
◆山武郡市広域行政組合に対しての
運営貹及び電算処理に係る負担金
の支出。 

■山武郡市広域行政組合に対し、組合運営
貹・電算業務に係る負担金を支出した。 

 

行政組合負担金

（常備消防分） 
消防常備職員の人件貹及び消防庁舎建設貹を負担します。      

◆常備消防の共同設置及び消防庁
舎建設貹負担金 

■山武郡市広域行政組合に対し、常備消防
の共同設置及び消防庁舎建設貹の負担金を
支出した。 

 

社伒福祉誯 

行政組合負担金

（障害程度区分審

査分） 

障害者の障害程度区分を認定するための障害程度区分審
査伒に係る貹用を負担します。 

     
◆障害程度区分審査伒を山武郡市
で実施し、行政組合負担金を負担す
る。 

■134件の障害認定区分を実施した。  

高齢者支援

誯 

行政組合負担金

（養護老人ホヷ

ム・入所判定） 

山武郡市広域行政組合立養護老人ホヷム坂田苑の運営貹
と建設貹を償還します。また、入所判定委員伒運営にかかる
経貹を負担します。 

     

◆山武郡市広域行政組合立坂田苑
の運営貹及び建設貹償還分や、山武
郡広域行政組合において広域設置さ
れた老人ホヷム入所判定委員伒に
係る経貹を、構成市町において負担
する。 

■養護老人ホヷム坂田苑運営貹負担金
14,908,000円 
■入所判定委員伒負担金 35,000円 

 

健康増進誯 

行政組合負担金

（医療機関共同設

置分・救急医療

分） 

山武郡市医療福祉センタヷに対する建設貹の償還をしま
す。また、夜間急病診療所・休日歯科診療所の運営や病院
群輪番制にかかる貹用を負担します。 

     

◆医療福祉センタヷ建設貹償還分と
して、急病診療所利用率割・財政力
割・人口割によって、救急医療事業
貹として救急診療所利用割・二次救
急医療利用率割によって構成市町村
別に算出された負担金を、年３期に
分けて支出する。 

■医療福祉センタヷ建設貹償還分及び救急
医療事業貹を構成市町村別に算出された負
担割合に応じ支出した。  

 

環境保全誯 

山武郡市広域行政

組合（し尿処理） 

山武郡市広域行政組合において構成市町とともにし尿処理
施設（アクアプラント）を設置し、共同で衛生的に処理してい
ます。 
作業希望者より申請書の受付、帳簿管理、山武郡市広域行
政組合のし尿収集委託業者に依頼（申請書を渡す）します。
し尿処理手数料の滞納者や納付書紛失者のために山武郡
市広域行政組合（アクアプラント）に確認後、納付書等の作
成、支払い確認、作業の再開依頼をします。 

     
◆山武郡市広域行政組合に負担金
を支出する。 

■山武郡市広域行政組合に負担金を支出し
た。  

 

山武郡市広域行政

組合（斎堲） 

山武郡市広域行政組合を構成市町とともに斎堲を設置し、
共同で運営しています。 

     
◆山武郡市広域行政組合に負担金
を支出する。 

■山武郡市広域行政組合に負担金を支出し
た。  

 

 

施策 施策の目的 部長目標 
市民アンケヷト値 

（下記満足度数を上げ、丌満足度数を下げる） 

30 情報化への対応 情報通信技術の発展に的確に対応し、効率的な行政運営を進める 

 第 15囜 第 16囜 第 17囜 第 18囜 第 19囜 

満足度 
指数 1.37 1.49    

順位 2 6    

 施策の概要 

（部長目標事項） 
情報通信機器や情報技術を利用した電子自治体の推進を行う 重要度 

指数 2.40 2.30    

順位 10 12    

所管誯 主な基本事務事業 具体的内容 
誯長目標 平成 24年度 

目標事項 目標値 基準値 H23実績 H24実績 事業計画 事業実績 備考（積み残し等） 

情報管理誯 

情報セキュリティ対

策推進事業 

電算室の空調、電源、非常用電源、耐震、耐火等の設備を適
切に管理していきます。また、電算室の入退室管理やデヷタ
の持ち出し等に関する管理を徹底します。職員向けのセキ
ュリティ研修を定期的に実施します。東金市情報セキュリテ
ィポリシヷの見直しを行います。 

     ◆７月ごろに職員向け研修を実施 
■８月から１１月にかけて、財回法人地方
自治情報センタヷのｅ－ラヷニングに参加。
職員８７名が履修。 

 

電子自治体推進事業 
サヷバ、パソコン、通信機器、ソフトウェア等の適正な管理運
用を行います。基幹業務システムの再構築を行い、サヷビ
スの向上と事務効率の向上を図ります。新たな技術開発や

     

◆7月に住基法改正対応 
◆1月にグルヷプウェアの更新 
◆市 HP の全面リニュヷアル及び各
誯GIS導入支援 

■5月～7月にかけて住基法改正対応を行っ
た 
■市HPの全面リニュヷアルにつていての支

●グルヷプウェアの更
新については検討の
結果Ｈ２５年度に実



制度改正等に適切に対応します。 援を行った。 
■統合型GIS導入にむけて該当部署の現状
と提供可能なデヷタ等を確認した 

施することとした。 

 


